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当協会は要員の資格を認証する要員認証機関の第1号として，1999年3月に(公

財)日本適合性認定協会（JAB）から認定されています（認定番号 CP001）。 

 

鋼構造物の溶接施工に欠かすことのできない溶接管理技術者及び溶接技能者

（JIS，WES に基づく）の資格，並びに火力発電所向けの溶接士技能の一部と原子

力施設向けの溶接士技能(原子力施設は溶接施工法を含む)の適合確認は，JAB の認

定基準である JIS Q 17024 の要求事項を満足するプロセスによって認証されて

います。 
 

 
 

資格認証・認定制度の目的 
溶接・接合技術はあらゆる工業分野において欠かすことのできない基盤技術として広く活用さ

れており，私たちの身の周りには高層ビル，橋梁，ボイラ，圧力容器，貯槽，自動車，船舶など

の大型の構造物から，身近な家庭用品まで，溶接・接合によって製造された製品は数えきれませ

ん。そしてこれらの製品の品質とコストには，溶接・接合は密接に関わりあっています。 

溶接・接合工程は，後工程として行われる試験・検査によって，要求された品質基準を満足し

ているか十分には検証できないため，設計段階から材料選定，施工そして検査に至るまで，一貫

した管理が必要とされます。 溶接・接合は，品質マネジメントシステムの要求事項を規定した

JIS Q 9001／ISO 9001 における妥当性確認が要求されるプロセスの代表的なものであり，

詳細な適用事項を含む手続きを確立することが求められています。  

具体的には，ISO 3834 シリーズが制定されており，この規格は JIS Z 3400「金属材料の

融接に関する品質要求事項」として制定後，2013 年 7 月には大幅に改正されました。この規

格の重要な点は，契約，設計，溶接技能者，溶接管理技術者，試験・検査技術者，生産機器，生

産計画，溶接施工要領，溶接前・中・後の検査，品質記録などの溶接施工に関する要素を，要求

品質レベルに応じて規定していることです。特に溶接に従事する要員については，その力量を重

要視しており，適格性の確認が必要とされています。 

当協会が創立以来実施しております「溶接技能者」の資格認証制度をはじめ，「溶接管理技術

者」及び「溶接作業指導者」の資格認証制度，そして，非破壊検査事業者の認定制度の活用は，

まさにこの規格の要求に合致するものであり，わが国において広く認識され，定着している実績

ある制度であります。 

また，当協会は，溶接・接合分野の 1 つであり，電子機器等の実装，組み立て工程に使用さ

れるマイクロソルダリングについての技術者，インストラクタ，実装工程技術者，インスペクタ，

マニュアルソルダリングオペレータの認証，電気事業法・炉規法に係る溶接士，溶接施工法等の

認証並びに建築ロボット溶接オペレータの認証，IIW 資格の国際溶接技術者（IWE，IWT，IWS）

の認証を行っております。 
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資格認証・認定制度の概要（1／３） 

資格の名称  概       要 

 

 

 

 

 

 

     （JAB 認定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （一部 JAB 認定） 

 

 

 

 

 

 

 

  

・溶接施工とその関連作業・工程の総括的な計画及び管

理などを行う技術者の資格であり，技術者の責務，知

識及び職務能力に基づいて“特別級”,“1 級”,“2 級”

のレベルに分かれ，レベル毎に学歴に応じた職務経験

年数が要求されます。 

・試験は筆記試験及び口述試験によって評価され，合格

者に「適格性証明書」が交付されます。 

溶接管理技術者 ⇒ 詳細は， 

5 ﾍﾟｰｼﾞ参照 

⇒ 詳細は， 

8 ﾍﾟｰｼﾞ参照 

・現場において溶接作業の指導・管理を行い，溶接技能

者の技量向上にあたり指導を行う作業指導者の資格で

あり，JIS 及びその他関連団体の認証に基づく技能資格

を一定期間以上保持していることが要求されます。 

・試験は，講習会及び試験によって評価され，合格者に

「適格性証明書」が交付されます。 

・国内規格（JIS，WES など）に基づき溶接を行う作業

者（溶接技能者）の資格。基本級（下向姿勢の溶接）と

専門級（立向，横向及び上向姿勢の溶接並びに管の溶接）

があり，さらに試験材料の種類と厚さ，溶接方法などの

組合せによって資格が分かれています。 
・試験は学科試験及び実技試験（資格の種別に応じた試

験材料を使用して溶接作業を行う）によって評価され，

合格者に「適格性証明書」が交付されます。 

溶接作業指導者 

溶接技能者
（JIS,WES） 

⇒ 詳細は， 

10 ﾍﾟｰｼﾞ参照 

⇒ 詳細は， 

19 ﾍﾟｰｼﾞ参照 

・国際規格 ISO 9606-1 に基づく溶接技能者の資格。

上記，国内規格（JIS,WES など）に基づく溶接技能者

の資格とは別の資格です。当協会では溶接方法，試験材

の形状と寸法，継手の種類，溶接材料の種類と材質，溶

接姿勢及び裏当て材などの確認項目を組合せ，標準的な

108 種類の資格を用意しています。 

・試験は実技試験のみで評価され，合格者に「適格性証

明書」が交付されます。 

 

溶接技能者 
（ISO 9606-1） 
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資格認証・認定制度の概要（2／３） 

資格の名称  概       要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （一部 JAB 認定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

・電子機器などの実装，組み立て工程に使用するマイク

ロソルダリング技術の要員（技術者，インストラクタ，

実装工程技術者，インスペクタ，マニュアルソルダリ

ングオペレータ）に対する資格であり，それぞれの資

格に応じて，マイクロソルダリングに関する専門知識，

技量及び実務経験が要求されます。 
・試験は学科試験及び実技試験（資格に応じたマイクロ

ソルダリングの実技）によって評価され，合格者に「適

格性証明書」が交付されます。 

マイクロソルダ

リング要員 
⇒ 詳細は， 

26 ﾍﾟｰｼﾞ参照 

・電気事業法あるいは原子炉等規制法に定められた技術基

準に規制される発電設備等の施設において溶接を行う作

業者（溶接士）の資格及び溶接の方法（溶接施工法）の

確認であり，技術基準に準拠した組合せ毎に確認試験が

実施されます。 

・確認試験は，申請元より提出された確認試験実施要領に

基づいた実技の立会（開先立会，溶接中立会，非破壊検

査立会等）及び機械試験の結果により評価され，合格し

た場合は「合格証」又は「認証書」が交付されます。 

・建築鉄骨の溶接をロボットを用いて行う作業者の資格で

あり，継手の部位，溶接姿勢，エンドタブの種類の組合せ

により認証される資格が異なります。 

・基本級は，講習会，筆記試験，口述試験から，専門級は

口述試験と実技試験（免除規定あり）から成り，合格者に

「適格性証明書」が交付されます。 

電気事業法・原子炉

等規制法に係る溶接

士・溶接施工法等 

建築鉄骨ロボット

溶接オペレータ 

⇒ 詳細は， 

29 ﾍﾟｰｼﾞ参照 

⇒ 詳細は， 

32 ﾍﾟｰｼﾞ参照 

・溶接構造物の非破壊検査（RT，UT，MT，PT，ET

及び ST）を行う検査機関（検査会社など）を認定す

るものであり，認定する検査部門の数により A 種～D

種に区分されています。 

・認定区分の付加事項として，建築鉄骨検査適格事業者

があります。 

・認定の審査は，検査機関の組織機構，検査技術者の数

（検査技術管理者，上級検査技術者及び検査技術者の

数），試験・検査設備機器及び品質保証体制の構築状

況について評価し，合格事業者に「認定証」が交付さ

れます。 

非破壊検査事業者

等の認定 

（略称：ＣＩＷ） 

⇒ 詳細は， 

23 ﾍﾟｰｼﾞ参照 
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資格認証・認定制度の概要（３／３） 

資格の名称  概       要 

 
 
 
 
 
 
 
 
     （IIW 認定） 
 

 
 

・国際溶接学会（IIW）の組織の一つである IAB が認定した

世界各国の認証機関が実施している資格です。現在，日本

では国際溶接技術者の資格である IWE，IWT，IWS，IWIP

の認証を行っております。 

・J-ANB が承認した教育訓練機関で所定の教育・訓練を受

けた後に評価試験に臨む正規ルートと、それぞれの資格に

応じた知識を既に修得していることを証明して教育・訓練

を経た上で評価試験に臨む特認ルートがあります。 

IIW 資格 ⇒ 詳細は， 

35 ﾍﾟｰｼﾞ参照 
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１．溶接管理技術者の認証 

鋼構造物の製作等において溶接・接合に関する設計，施工計画，管理などを行う技術者の資格であ

り，JIS Z 3410（ISO 14731）/ WES 8103 において規定された溶接関連業務に関する職務能

力を確認し，知識について評価試験を行い，資格の認証を行うものです。この資格は，JIS Z 3400

「溶接の品質要求事項」において要求されている溶接管理技術者に必要な資格であり，建築鉄骨の製

作工場の性能評価の要件にもあげられるなど，広く一般の溶接構造物の信頼性，安全性の確保に対す

る社会的要請に応える資格として活用されており，公的にも国際的にも広く認識されているもので

す。 

1.1  適用する規格 
JIS Z 3410 ：溶接管理－任務及び責任（ISO 14731 の翻訳規格） 

ISO 14731 ：Welding coordination－Tasks and responsibilities 

WES 8103 ：溶接管理技術者認証基準 

1.2  認証の等級（レベル） 

表 1.1  溶接管理技術者の「任務及び責任」並びに「知識及び職務能力」 

特別級 1  級 2  級 

責  務 JIS Z 3410（ISO 14731）の本体 4.1 及び 4.2，並びに附属書 B に記載された事項に基づいて製造

事業者から割り当てられた任務と責任を果たさなければならない。 

知識及び

職務能力 

JIS Z 3410（ISO 14731）の

本体 6.1 及び 6.2 a)に記載され

た技術知識をもち，かつ溶接技術

に関する包括的技術知識と経験，

及び施工，管理などに関する統括

職務能力を保有していなければ

ならない。 

JIS Z 3410（ISO 14731）の

本体 6.1 及び 6.2 b)に記載され

た技術知識をもち，かつ溶接技

術に関する特定技術知識と経

験，及び施工，管理などに関する

専門職務能力を保有していなけ

ればならない。 

JIS Z 3410（ISO 14731）の

本体 6.1 及び 6.2 c)に記載され

た技術知識をもち，かつ溶接技

術に関する基礎技術知識と経

験，及び溶接施工，管理などに関

する基本職務能力を保有してい

なければならない。 

【参考】専

門 的 （ 特

定）知識に

対 す る 要

求事項*) 

製造事業者から委任された溶接

製作における全ての任務及び責

任について，計画，実行，監督

及び試験するための，豊富で，

かつ十分な技術知識。 

選定又は限定された技術分野内

の溶接製作において割り当てら

れた任務及び責任について，計

画，実行，監督及び試験するた

めの十分な技術知識。 

簡単な溶接構造物に関与する，

限定された技術分野内の溶接製

作において割当てられた任務及

び責任について，計画，実行，

監督及び試験するための十分な

技術知識。 

＊）JIS Z 3410: 2013 の 6.2 項の規定による 

（1）各認証等級に対応する具体的職務能力（力量）については，溶接製作物の種類，製作工程の複雑さ（困難

さ），要求される品質水準，及び設備や生産量の規模などによって異なる。そのためイメージとして例示するこ

とが望ましいが，それは困難である。

（2）JIS Z 3400:2013 では同規格の附属書 F の F9.3.3 項において，特に溶接作業の技術的複雑さを主要因子

として認証等級を対応させる原則を提案している。すなわち，認証の等級を JIS Z 3400 附属書 A で分類し

ている３つの要求品質水準に対応させる考え方である。

（3）本溶接管理技術者の認証等級は ISO 14731 に準拠して特別級，１級及び２級に定めている。同様の溶接技

術者制度として，IIW（国際溶接学会）の定める国際資格制度があり，制度としては新しいが欧州を中心とし

て，世界中に進展しつつある。両制度には教育時間，有効期間，学歴要求事項等の相違点があるが，基本的な

技術レベルに大差は無いと考えられている。しかしながら，認証取得者（資格取得者）の等級別分布には，下

表のとおり大きな隔たりが認められる。この理由として，欧州（世界）と我が国（日本）では認証を要求する

適用規格（法規）の相違若しくは顧客の要求の相違などが大きいと考えられる。 

IIW/日本の溶接技術者認証者数（比率）の比較 
ISO 14731 Comprehensive Specific Basic 計

IIW Qualification 
国際溶接技術者資格制度

（2020 年 12 月現在） 

IWE IWT IWS 
約 118,188 名 

(100%) 約 59,036 名(50%) 約 12,649 名(11%) 約 46,503 名 (39%) 

WES 8103 
溶接管理技術者認証制度

（2023 年 9 月現在） 

特別級 １級 ２級
約 36,900 名 

(100%) 約 1,200 名 (3%) 約 8,600 名 (23%) 約 27,100 名 (74%) 
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1.3  受験条件 
申請者は，表１.２に示す条件に該当する必要職務経験年数を満足しなければなりません。必要

職務経験年数を満足する前に筆記試験を受験する場合，筆記試験合格後，5 年以内に必要職務経験

年数を満足しなければなりません。

表 1.2  受験条件 

学 歴 又 は 認 証
等級別の必要職務経験年数

特別級 1 級 2 級 

① 理工系大学院修了者及び理工系大学卒業者 3（1） 2（1） 1 
② 理工系以外の大学院修了者及び大学卒業者 6 4 2 
③ 理工系短期大学及び工業高等専門学校卒業者 6（5） 4（3） 1 
④ 理工系各種専門学校及び工業高等学校卒業者 － 7 2 
⑤ 工業高等学校以外の高等学校卒業者 － 8 4 
⑥ 上記学歴によらない場合 － － 7 
⑦ 1 級認証者 3 － －

⑧ 2 級認証者 － 3 －

注記 1 表中の経験年数は，最小限の必要年数を表す。 
注記 2 （ ）内の数字は溶接専修と見なされる学校に適用する。

注記 3 経験年数は，溶接技術に関連した職務に専従した期間とし，専従でない場合は職務の実態に応じて査定する。 
注記 4 経験年数は，学歴については修了及び卒業後，認証については認証取得後の年数とする。 
注記 5 ①の理工系大学卒業者は，工業高等専門学校専攻科卒業者を含む。 
注記 6 ④の理工系各種専門学校卒業者は，高等学校卒業以上の学歴を有している場合に認められる。 

1.4  評価試験の内容 
JIS Z 3410／ISO 14731 に示す職務能力を確認する試験とし，表 1.3 に示すとおりとなり

ます。 

表 1.3  評価試験内容の概略 

等  級 
評価試験科目 筆記及び口述試験内容の概略 

（技術知識分野の概略） 筆記試験 口述試験 

特別級 ○ ○（必須） ① 溶接方法及び機器

② 材料及び溶接冶金

③ 構造及び設計

④ 施工・応用エンジニアリング

1  級 ○ ○（免除規定あり）＊ 

2  級 ○ ○（免除規定あり）＊ 

注：＊印の口述試験免除は，当協会が認めた研修会に出席し，修了証書を取得した者に適用します。但し，必要 

職務経験年数を満足する前に筆記試験を受験した場合，口述試験は免除されません。 

1.5  評価試験の日程，場所 
評価試験の日程及び場所などは表 1.4 のとおりとなります。 

表 1.4  評価試験日程，場所 

筆 記 試 験 口 述 試 験 

試験日程 試験場所 試験日程 試験場所 

前期試験 毎年  6 月 東京及び大阪の他３～４ヵ所 毎年  7 月 原則として東京，大阪 

後期試験 毎年 11 月 東京及び大阪の他３～４ヵ所 毎年 12 月 原則として東京，大阪 

1.6  受験の申込，受付 
受験の申込受付は，各回で設定された締切日（試験日前約 30 日）までとします。 

受験申請書の入手，手続，その他質問などは，当協会本部事務局の溶接管理技術者担当までお問

合せください。 

1.7  試験結果の通知 
評価試験の結果は，原則として評価試験実施後 3 か月以内に通知します。 
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1.8  認証の登録手続 
① 評価試験に合格した者は，所定の認証登録手続を行わなければなりません（所定の期間内にこ

の手続を行わなかった場合，資格は登録されません）。

② 上記①の認証登録手続を行った者には「適格性証明書」を交付します。

1.9  認証の有効期間，サーベイランス 
「適格性証明書」の有効期間は 2 年とし，この有効期間満了前 6 か月以内にサーベイランスの

申請を行い，適格性が維持されていることが確認された場合は，引き続き 3 年間有効の「適格性

証明書」が交付されます。 

1.10  再認証 
資格の登録後 5 年を経過（サーベイランスを受けて 3 年を経過）し，資格を更新しようとする

場合は，有効期間満了前 1 年以内に再認証審査を受けなければなりません。再認証審査は，再認

証審査申請書に基づく書類審査及び再認証試験（最新の溶接技術に関する演習と筆記試験を含む）

により評価します。この再認証審査に合格した場合は，新たに認証登録手続を行わなければなり

ません。 

再認証審査 

適格性証明書交付

新規認証登録 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

3～4か月前 

ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ

認証登録手続

評価試験

（筆記・口述）

合   格 

合   格 
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２．溶接作業指導者の認証 

溶接施工現場において，溶接作業及び関連作業の指導・管理を行うとともに溶接技能者の技量向上

にあたる溶接作業指導者（職長，班長等）の資格であり，WES 8107 に基づいて資格認証を行うも

のです。 

この資格は，溶接管理技術者と溶接技能者の中間に位置する職長あるいは班長等をイメージしたも

のであり，特に技量を必要とされる手溶接又は半自動溶接についての指導，教育及び関連する溶接作

業の指導等を行いうる熟練した溶接技能と実務経験が要求されます。 

2.1  適用する規格 
WES 8107 溶接作業指導者認証基準 

2.2  溶接作業指導者の任務及び責任 

表 2.1  溶接作業指導者の任務及び責任，並びに知識と職務能力 

任務及び責任 溶接及び関連作業の指導・監督並びに溶接管理技術者に対する実務的助言 

知識と職務能力 溶接作業に関する十分な経験と溶接施工及び管理に関する一般的知識 

工場における溶接作業

者グループの班長，小

規模溶接工事の現場監

督などを想定した主な

業務 

(ａ)仕様書，図面及び溶接施工要領書内容の作業者に対する指示・徹底 

(ｂ)材料及び溶接材料の確認並びに溶接関連機器の点検 

(ｃ)施工条件詳細の微修正及びその指示並びに安全衛生も考慮した溶接作業の監督 

(ｄ)作業結果の確認及びチェックシート類の記録又はその確認 

(ｅ)計画に対する改善提案及び異常発生の際の状況把握と報告 

(ｆ)技量向上のための溶接作業者の教育・指導 

2.3  受験条件 
次の(1)及び(2)の両方の条件を満たしていること。 

(1)年齢満 25 歳に達している方。

(2)JIS Z 3801（手溶接），JIS Z 3805（ﾁﾀﾝ），JIS Z 3811（ｱﾙﾐﾆｳﾑ），JIS Z 3821（ｽﾃﾝﾚ

ｽ），JIS Z 3841（半自動）又は公的な団体が実施する技能検定制度＊において，次の a)，b)，

c)のいずれかに該当する資格を保有している方，又は有していた方。

a) 管の突合せ継手で裏当て金なしの資格保有期間が３年を超えていること。

b) 板の突合せ継手で裏当て金なしの下向以外の異なる２つ以上の溶接姿勢の資格保有期間が

それぞれ３年を超えていること。

c) 上記以外の場合で，下向以外の姿勢の資格保有期間が通算９年を超えていること（連続しな

くてもよい）。ただし，２種目以上の資格が重なった期間は重複して加算しない。

＊「公的な団体が実施する技能検定制度」とは，個人に対して適格性証明書（又はこれに相当

する証明書）が交付される場合を指します。例として，ボイラー溶接士（厚生労働省），石

油工業溶接士(日本溶接協会)，ＮＫ溶接士技量資格(日本海事協会) ，建築鉄骨溶接技能者資

格（ＡＷ検定協会）などの検定が該当します。 

2.4  講習会及び筆記試験の内容 
WES 8107 の表２.1 に示す知識と職務能力を確認するための試験とし，次に示す主な技術知

識分野についての講習会の受講実績及び筆記試験によって評価します。 

① 溶接部の性質と強度についての基礎知識

② 溶接欠陥とその検出方法についての一般知識

③ ロボット溶接を含む各種溶接法の一般知識

④ 溶接機器概論及び電気の一般知識

⑤ 溶接法に対応した技能指導の要点に関する実務知識

⑥ 溶接施工管理と安全衛生管理の実務知識

⑦ 品質管理の実務知識と溶接部の検査の実務知識

⑧ 関連規格及び法規の一般知識 
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2.5  講習会及び筆記試験の日程 
原則として年 2 回（前期と後期）とし，前期は 5～6 月に，後期は 10～11 月に開催します。 

 

2.6  受験の申込，受付 
受験（受講）の申込は，原則として前期と後期の開催日前 30 日までとします。 

受験申請書の入手，手続，その他質問などは，当協会本部事務局の溶接作業指導者担当までお問

合せください。 

 

2.7  試験結果の通知 
評価試験の結果は，原則として筆記試験実施後３か月以内に通知します。 

 

２.8  認証の登録手続 
① 評価試験に合格した者は，所定の認証登録手続を行わなければなりません（所定の期間内にこ

の手続を行わなかった場合は，資格は登録されません）。 

② 上記①の認証登録手続を行った者には「適格性証明書」を交付します。 

 

２.9  認証の有効期間，サーベイランス 
「適格性証明書」の有効期間は３年とし，この有効期間満了前 4 か月以内にサーベイランス（書

類審査）の申請を行い，適格性が維持されていることが確認された場合，引き続き 3 年間有効の

「適格性証明書」が交付されます。このサーベイランスの申請は 2 回行います。 

 

２.10  再認証 
資格の登録後９年を経過（サーベイランスを 2 回受けて 3 年を経過）し，資格を更新しようと

する場合は，有効期間を満了する前 1 年以内に再認証審査を受けなければなりません。再認証審

査は，再認証申請書に基づく書類審査及び次の①又は②のいずれかの講習会の受講実績により評

価します。この審査に合格した場合は，新たに認証登録手続を行わなければなりません。 

① 7 年目から 9 年目に開催される公的な団体が主催する溶接専門技術に係わる講習会に，延

べ 2 日以上（延べ 10 時間以上）の受講実績を必要とする。なお，講習会の妥当性につい

ての審査がある。 

② 9 年目に開催される WES 8107 による「溶接作業指導者のための講習会」 

この講習会を 7 年目，８年目に受講することはできません。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合格 

初回認証登録 

証明書交付 

３年目 ６年目 ９年目 

証明書交付 証明書交付 

 サーベイランス  サーベイランス 

再認証審査 1 回目 ２回目 

①講習会への参加 

②講習会への参加 

７年目 

溶接作業指導者の資格認証の流れ 

WES 8107 による
「溶接作業指導者
のための講習会」 

筆記試験 
８年目 

更新認証登録 

証明書交付 
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３．溶接技能者（JIS，WES に基づく）の認証 

鋼構造物の製作における溶接作業に従事する技能者の資格です。一定の国内規格（JIS，WES な

ど）に基づいて溶接作業の技量について評価試験を行い，資格として格付け，認証します。この資格

は発注者からの溶接施工等に関する仕様書などで要求される溶接品質を確保するために，製作者が

信頼性を証明する手段の 1 つとして，例えば建築鉄骨の製作工場認定の要件や，JIS Z 3400「溶

接の品質要求事項」に基づいて溶接施工を行う場合の要件となるなど，広く一般の溶接構造物の信頼

性，安全性の確保に対する社会的要請に応えるものとして活用され，公的にも国際的にも認識されて

います。なお，この資格者は，溶接管理技術者及び溶接作業指導者の指揮下で鋼構造物の溶接作業に

従事するのが一般的です。 

なお，当協会は 2015 年からこの国内規格（JIS，WES など）に基づく溶接技能者の認証とは別

に，国際規格 ISO 9606-1 に基づく溶接技能者の認証を開始いたしました。ISO 9606-1 に基づ

く溶接技能者については 19～22 ページに記載しています。 

3.1  適用する規格と適用例 
適用している規格と資格を要求している適用事例は，表 3.1 のとおりとなります。 

表 3.1  適用している規格と資格の適用事例 

資格の種類 適 用 し て い る 規 格 資格の適用事例 

手溶接技能者 * 
JIS Z 3801 手溶接技術検定における試験方法及び判定基準 

WES 8201 手溶接技能者の資格認証基準 

一般構造物の手溶接及

び溶接技能者の基本的

な資格として適用 

半自動溶接技能者 * 
JIS Z 3841 半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準 

WES 8241 半自動溶接技能者の資格認証基準 

一般構造物の半自動溶

接に適用 

ステンレス鋼溶接技

能者 *

JIS Z 3821 ｽﾃﾝﾚｽ鋼溶接技術検定における試験方法及び判定基準

WES 8221 ｽﾃﾝﾚｽ鋼溶接技能者の資格認証基準
ｽﾃﾝﾚｽ鋼の溶接に適用

チタン溶接技能者 *
JIS Z 3805 ﾁﾀﾝ溶接技術検定における試験方法及び判定基準

WES 8205 ﾁﾀﾝ溶接技能者の資格認証基準
ﾁﾀﾝの溶接に適用

プラスチック溶接技

能者 * 

JIS Z 3831 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ溶接技術検定における試験方法及び判定基準

WES 8231 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ溶接技能者の資格認証基準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの溶接に適用

銀ろう付技能者 * 
JIS Z 3891 銀ろう付技術検定における試験方法及び判定基準 

WES 8291 銀ろう付技能者の資格認証基準 
ろう付作業に適用 

すみ肉溶接技能者 WES 8101 すみ肉溶接技能者の資格認証基準 すみ肉溶接に適用 

石油工業溶接士 JPI-7S-31/WES 8102 溶接士技量検定基準（石油工業関係） 
石油工業関係装置，機器

などの溶接に適用 

基礎杭溶接技能者 WES 8106 基礎杭溶接技能者の資格認証基準 基礎杭の溶接に適用 

注 1：溶接技能者資格の JAB 認定範囲は，*印の資格です。 
注 2：上表資格のうち，手溶接技能者，半自動溶接技能者，ステンレス鋼溶接技能者，すみ肉溶接技能者資格に認証

された者が，実際作業において溶接できる範囲（板厚や角度など）について，当協会としては，WES ７１01 

「溶接作業者の資格と標準作業範囲」に，標準として
．．．．．

規定しています。 

注 3：上表記載の資格とは別に，ISO 9606-1 に基づく溶接技能者資格もあります。詳細は 19～22 ページに記載

しています。 
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3.2  資格の種別と等級などの区分 
資格の種別は，溶接方法，溶接姿勢，試験材料の種類と厚さ，溶接継手と開先形状，裏当て金の

有無などにより区分されており，各資格種別の詳細及び受験資格は，表 3.2～3.12 のとおりとな

ります。 

表 3.2  手溶接技能者資格の区分 

溶接方法 
資格の

級別 

資格の 

種別記号 
溶接姿勢 

試験材料の 

種類，厚さ区分 

溶接継手 

の区分 
開先形状 

裏当

て金 

被覆アーク 

溶接 

基本級 N－1F 下向 

薄板／炭素鋼板 板の突合せ溶接 Ｖ形又は 

Ｉ形 
なし 

専門級 

N－1V 立向 

N－1H 横向 

N－1O 上向 

N－1P 水平・鉛直固定 薄肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 

基本級 Ａ－2F 下向 

中板／炭素鋼板 板の突合せ溶接 
V 形又は 

レ形 あり 
専門級 

Ａ－2V 立向 

Ａ－2H 横向 

Ａ－2O 上向 

Ａ－2P 水平・鉛直固定 中肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 V 形 

基本級 N－2F 下向 

中板／炭素鋼板 板の突合せ溶接 
V 形又は 

レ形 なし 
専門級 

N－2V 立向 

N－2H 横向 

N－2O 上向 

N－2P 水平・鉛直固定 中肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 V 形 

基本級 A－3F 下向 

厚板／炭素鋼板 板の突合せ溶接 
V 形又は 

レ形 あり 
専門級 

A－3V 立向 

A－3H 横向 

A－3O 上向 

A－3P 水平・鉛直固定 厚肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 V 形 

基本級 N－3F 下向 

厚板／炭素鋼板 板の突合せ溶接 
V 形又は 

レ形 なし 
専門級 

N－3V 立向 

N－3H 横向 

N－3O 上向 

N－3P 水平・鉛直固定 厚肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 V 形 

ティグ溶接

基本級 T－1F 下向 

薄板／炭素鋼板 板の突合せ溶接 V 形又は 

Ｉ形 
なし 

専門級 

T－1V 立向 

T－1H 横向 

T－1O 上向 

T－1P 水平・鉛直固定 薄肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 

組合せ溶接 

基本級 Ｃ－2Ｆ 下向 

中板／炭素鋼板 板の突合せ溶接 
V 形又は 

レ形 なし 
専門級 

Ｃ－2Ｖ 立向 

Ｃ－2Ｈ 横向 

Ｃ－2Ｏ 上向 

Ｃ－2Ｐ 水平・鉛直固定 中肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 V 形 

基本級 Ｃ－3Ｆ 下向 

厚板／炭素鋼板 板の突合せ溶接 
V 形又は 

レ形 なし 
専門級 

Ｃ－3Ｖ 立向 

Ｃ－3Ｈ 横向 

Ｃ－3Ｏ 上向 

Ｃ－3Ｐ 水平・鉛直固定 厚肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 V 形 

ガス溶接 

基本級 Ｇ－1Ｆ 下向 

薄板／炭素鋼板 板の突合せ溶接 V 形又は 

Ｉ形 
なし 

専門級 

Ｇ－1Ｖ 立向 

Ｇ－1Ｈ 横向 

Ｇ－1Ｏ 上向 

Ｇ－1Ｐ 水平・鉛直固定 薄肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 
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表 3.3  半自動溶接技能者資格の区分 

溶接方法 
資格の 

級別 

資格の 

種別記号 
溶接姿勢 

試験材料の 

種類，厚さ区分 

溶接継手 

の区分 
開先形状 

裏当 

て金 

マグ溶接 

基本級 ＳN－1F 下向 

薄板／炭素鋼板 板の突合せ溶接 V 形又は 

Ｉ形 
なし 

専門級 

ＳN－1V 立向 

ＳN－1H 横向 

ＳN－1O 上向 

ＳN－1P 水平・鉛直固定 薄肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 

基本級 ＳＡ－2F 下向 

中板／炭素鋼板 板の突合せ溶接 
V 形又は 

レ形 あり 
専門級 

ＳＡ－2V 立向 

ＳＡ－2H 横向 

ＳＡ－2O 上向 

ＳＡ－2P 水平・鉛直固定 中肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 V 形 

基本級 ＳN－2F 下向 

中板／炭素鋼板 板の突合せ溶接 
V 形又は 

レ形 なし 
専門級 

ＳN－2V 立向 

ＳN－2H 横向 

ＳN－2O 上向 

ＳN－2P 水平・鉛直固定 中肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 V 形 

基本級 ＳA－3F 下向 

厚板／炭素鋼板 板の突合せ溶接 
V 形又は 

レ形 あり 
専門級 

ＳA－3V 立向 

ＳA－3H 横向 

ＳA－3O 上向 

ＳA－3P 水平・鉛直固定 厚肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 V 形 

基本級 ＳN－3F 下向 

厚板／炭素鋼板 板の突合せ溶接 
V 形又は 

レ形 なし 
専門級 

ＳN－3V 立向 

ＳN－3H 横向 

ＳN－3O 上向 

ＳN－3P 水平・鉛直固定 厚肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 V 形 

組合せ溶接 

基本級 ＳＣ－2Ｆ 下向 

中板／炭素鋼板 板の突合せ溶接 
V 形又は 

レ形 なし 
専門級 

ＳＣ－2Ｖ 立向 

ＳＣ－2Ｈ 横向 

ＳＣ－2Ｏ 上向 

ＳＣ－2Ｐ 水平・鉛直固定 中肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 V 形 

基本級 ＳＣ－3Ｆ 下向 

厚板／炭素鋼板 板の突合せ溶接 
V 形又は 

レ形 なし 
専門級 

ＳＣ－3Ｖ 立向 

ＳＣ－3Ｈ 横向 

ＳＣ－3Ｏ 上向 

ＳＣ－3Ｐ 水平・鉛直固定 厚肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 V 形 

セルフ 

シールド 

アーク溶接 

基本級 ＳＳ－2Ｆ 下向 

中板／炭素鋼板 板の突合せ溶接 
V 形又は 

レ形 あり 
専門級 

ＳＳ－2Ｖ 立向 

ＳＳ－2Ｈ 横向 

ＳＳ－2Ｏ 上向 

ＳＳ－2Ｐ 水平・鉛直固定 中肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 V 形 

基本級 ＳＳ－3Ｆ 下向 

厚板／炭素鋼板 板の突合せ溶接 
V 形又は 

レ形 あり 
専門級 

ＳＳ－3Ｖ 立向 

ＳＳ－3Ｈ 横向 

ＳＳ－3Ｏ 上向 

ＳＳ－3Ｐ 水平・鉛直固定 厚肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 V 形 
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表 3.4  ステンレス鋼溶接技能者資格の区分

表 3.5  チタン溶接技能者資格の区分

溶接方法 
資格の 

級別 

資格の 

種別記号 
溶接姿勢 

試験材料の 

種類，厚さ区分 

溶接継手 

の区分 

開先 

形状 

裏当

て金 

ティグ溶接

基本級 RT－F 下向 

薄板／ﾁﾀﾝ板 板の突合せ溶接 V 形又は 

I 形 
なし 

専門級 

RT－V 立向 

RT－H 横向 

RT－O 上向 

RT－P 水平・鉛直固定 薄肉管／ﾁﾀﾝ管 管の突合せ溶接 

ミグ溶接 基本級 RM－F 下向 中板／ﾁﾀﾝ板 板の突合せ溶接 V 形 あり 

溶接方法 級別 
資格の 

種別記号 
溶接姿勢 

試験材料の種類， 

厚さ区分 
溶接継手の区分 開先形状 

裏当 

て金 

被覆アーク 

溶接 

基本級 CA－F 下向 

中板／ｽﾃﾝﾚｽ鋼 板の突合せ溶接 V 形又はレ形 

あり 
専門級 

CA－V 立向 

CA－H 横向 

CA－O 上向 

基本級 CN－F 下向 

なし 

専門級 

CN－V 立向 

CN－H 横向 

CN－O 上向 

CN－P 水平・鉛直固定 中肉管／ｽﾃﾝﾚｽ鋼 管の突合せ溶接 V 形 なし 

ティグ溶接

基本級 TN－F 下向 

薄板／ｽﾃﾝﾚｽ鋼 板の突合せ溶接 
V 形又は I 形 なし 

専門級 

TN－V 立向 

TN－H 横向 

TN－O 上向 

TN－P 水平・鉛直固定 薄肉管／ｽﾃﾝﾚｽ鋼 管の突合せ溶接 

ミグ溶接又

はマグ溶接

基本級 MA－F 下向 

中板／ｽﾃﾝﾚｽ鋼 板の突合せ溶接 V 形又はレ形 

あり 
専門級 

MA－V 立向 

MA－H 横向 

MA－O 上向 

基本級 MN－F 下向 

なし 
専門級 

MN－V 立向 

MN－H 横向 

MN－O 上向 

ティグ溶接

と被覆アーク

溶接の組合せ

溶接

基本級 CN－FM 下向 

中板／ｽﾃﾝﾚｽ鋼 板の突合せ溶接 V 形又はレ形 
なし 

専門級 

CN－VM 立向 

CN－HM 横向 

CN－OM 上向 

CN－PM 水平・鉛直固定 中肉管／ｽﾃﾝﾚｽ鋼 管の突合せ溶接 V 形 

ティグ溶接と

ミグ溶接又は

マグ溶接の

組合せ溶接

基本級 MN－FM 下向 

中板／ｽﾃﾝﾚｽ鋼 板の突合せ溶接 V 形又はレ形 
なし 

専門級 

MN－VM 立向 

MN－HM 横向 

MN－OM 上向 

MN－PM 水平・鉛直固定 中肉管／ｽﾃﾝﾚｽ鋼 管の突合せ溶接 V 形 
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表 3.6  銀ろう付技能者資格の区分 

ろう付方法 
資格の 

種別記号 
ろう付姿勢 試験材料の種類，厚さ区分 ろう付継手の区分 

銀ろう付 

FA－Cu 

下向 

薄板／銅板 

板の重ね継手 FA－S 薄板／炭素鋼板 

FA－SUS 薄板／ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 

PA－Cu 水平固定 薄肉管／銅管 管の重ね継手 

表 3.7  プラスチック溶接技能者資格の区分 

溶接方法 
資格の

級別 

資格の 

種別記号 
溶接姿勢 

試験材料の 

種類，厚さ区分 

溶接継手 

の区分 

開先 

形状 

ホットジェット

溶接

基本級 PVC―F 下向 

ポリ塩化ビニル板 板の突合せ溶接 V 形 
専門級 

PVC－V 立向 

PVC－H 横向 

PVC－O 上向 

基本級 PP－F 下向 

ポリプロピレン板 板の突合せ溶接 V 形 
専門級 

PP－V 立向 

PP－H 横向 

PP－O 上向 

基本級 PE－F 下向 

ポリエチレン板 板の突合せ溶接 V 形 
専門級 

PE－V 立向 

PE－H 横向 

PE－O 上向 

表 3.8  すみ肉溶接技能者資格の区分 

溶接方法 
資格の

級別 

資格の 

種別記号 
溶接姿勢 

試験材料の 

種類，厚さ区分 

溶接継手 

の区分 

開先 

形状 

裏当

て金 

被覆アーク溶接 

基本級 Fil－F 下向 

中板／炭素鋼板 板の重ね継手溶接  ―― ―― 
専門級 

Fil－V 立向上進 

Fil－H 水平すみ肉 

Fil－O 上向水平すみ肉 

マグ溶接

基本級 SFil－F 下向 

中板／炭素鋼板 板の重ね継手溶接  ―― ―― 
専門級 

SFil－V 立向上進 

SFil－H 水平すみ肉 

SFil－O 上向水平すみ肉 

表 3.9  基礎杭溶接技能者資格の区分 

溶接方法 
資格の 

種別と記号 
溶接姿勢 

試験材料の 

種類，厚さ区分 

溶接継手 

の区分 

開先

形状 

裏当 

リング

被覆アーク溶接 FP－A－２P 

鉛直固定 中肉管／炭素鋼管 管の突合せ溶接 レ形 あり 
マグ溶接 FP―SA－２P 

セルフシールド

アーク溶接
FP－SS－２P 
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表 3.10  石油工業溶接士資格の区分 

溶接 

方法 

石油学会

（JPI） 

の技量資格 

JIS 資格種別記号 試験材料の種類 溶接姿勢* 
試験片の試

験の種類 

確認の 

方法** 

被覆 

アーク 

溶 接 

A 種 
1 級 N-2F･V･H･O 

炭素鋼(板), 厚さ 9mm 
F.V.H.O 表曲げ試験 JIS 資格

読替 2 級 N-2F･V･H F.V.H 裏曲げ試験 

B 種 
1 級 N-3F･V･H･O 

炭素鋼(板), 厚さ 19mm 
F.V.H.O 側曲げ試験 JIS 資格

読替 2 級 N-3F･V･H F.V.H 裏曲げ試験 

C 種 1 級 N-2F･P  炭素鋼(管), 150A Sch80 
水平固定管 表曲げ試験 JIS 資格

読替 鉛直固定管 裏曲げ試験 

D 種 1 級 N-3F･P  
炭素鋼(管) 水平固定管 側曲げ試験 JIS 資格

読替 200A 又は 250A 厚さ 20mm 以上 鉛直固定管 裏曲げ試験 

E 種 
1 級 ― 規格最小引張強さ 570～610N/mm2又は 

780N/mm2の高張力鋼(板) 

厚さ 19mm 以上 

F.V.H.O 側曲げ試験 

破面試験 
実技試験 

2 級 ― F.V.H 

F 種 1 級 ― 2.25Cr-1Mo 鋼(管), 150A Sch80 
水平固定管 表曲げ試験 

実技試験 
鉛直固定管 裏曲げ試験 

G 種 
1 級 CN-F･V･H･O 

オーステナイト系ステンレス鋼(板) 
F.V.H.O 表曲げ試験 

裏曲げ試験 

JIS 資格

読替 
2 級 CN-F･V･H F.V.H 

H 種 1 級 CN-P 
オーステナイト系ステンレス鋼(管) 水平固定管 表曲げ試験 JIS 資格

読替 150A Sch80 鉛直固定管 裏曲げ試験 

ティグ 

溶接 

CT 種 1 級 T-1F･P 
炭素鋼(管) 水平固定管 

裏曲げ試験 
JIS 資格

読替 100A Sch20 鉛直固定管 

FT 種 1 級 ― 
 2.25Cr-1Mo 鋼(管) 水平固定管 

裏曲げ試験 実技試験 
50A Sch40 又は外径 63.5×厚さ 4.0mm 鉛直固定管 

HT 種 1 級 TN-F･P 
オーステナイト系ステンレス鋼(管) 水平固定管 表曲げ試験 JIS 資格

読替 100A Sch10S 鉛直固定管 裏曲げ試験 

組合せ 

手溶接 

CC 種 1 級 C-2F･P 
炭素鋼(管) 水平固定管 表曲げ試験 JIS 資格

読替 150A Sch80 鉛直固定管 裏曲げ試験 

DC 種 1 級 C-3F･P 
炭素鋼(管) 水平固定管 側曲げ試験 JIS 資格

読替 200A 又は 250A 厚さ 20mm 以上 鉛直固定管 裏曲げ試験 

FC 種 1 級 ― 
2.25Cr-1Mo 鋼(管) 水平固定管 表曲げ試験 

実技試験 
150A Sch80 鉛直固定管 裏曲げ試験 

HC 種 1 級 CN-PM 
オーステナイト系ステンレス鋼(管) 水平固定管 表曲げ試験 JIS 資格

読替 150A Sch80 鉛直固定管 裏曲げ試験 

組合せ 

半自動

溶接 

CS 種 1 級 SC-2F･P 
炭素鋼(管) 水平固定管 表曲げ試験 JIS 資格

読替 150A Sch80 鉛直固定管 裏曲げ試験 

DS 種 1 級 SC-3F･P 
炭素鋼(管) 水平固定管 側曲げ試験 JIS 資格

読替 200A 又は 250A 厚さ 20mm 以上 鉛直固定管 裏曲げ試験 

注 1：*  F:下向，V:立向，H:横向，O:上向を示しています。 

    ** 確認の方法の内，“JIS 資格読替”とは，一般社団法人 日本溶接協会が JIS Z 3801，JIS Z 3821 又は 

JIS Z 3841 に基づき認証した技術資格を確認することで読み替えることを指します。  
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3.3  受験資格
各資格の受験資格は表 3.11 及び表 3.12 のとおりとなります。
なお，手溶接の内のガス溶接と銀ろう付の受験にあたっては，労働安全衛生法及び労働安全規則

に基づく「ガス溶接技能講習」を修了していること（高等学校又は職業訓練機関に在学中の場合
は，これと同等の安全講習・技能講習を受講していること）が必要です。その他の資格の受験に
あたっては，同法・規則に基づく「アーク溶接等特別教育」を修了していることが望ましいもの
とされます。 

表 3.11  受験資格 

資格の種類 資格の級別・種別 受  験  資  格 

手溶接技能者 

半自動溶接技能者 

ステンレス鋼溶接技能者

チタン溶接技能者

プラスチック溶接技能者

基本級 １か月以上溶接技術を習得した 15 歳以上の者 

専門級 

３か月以上溶接技術を習得した 15 歳以上の者で，各資

格の種類（表 3.2，3.3，3.4，3.5 及び 3.7 参照）に示

す各専門級に対応する基本級の資格を所有する者 

銀ろう付技能者 － １か月以上ろう付技術を習得した 15 歳以上の者 

すみ肉溶接技能者 

基本級 

被覆アーク溶接 
JIS Z 3801 に基づくＮ-1Ｆ，Ａ-2Ｆ，Ｎ-2Ｆ，Ａ-3 

Ｆ，Ｎ-3Ｆのいずれかの資格所有者 

マグ溶接
JIS Z 3841 に基づく SＮ-1Ｆ，SＡ-2Ｆ，SＮ-2Ｆ，

SＡ-3Ｆ，SＮ-3Ｆのいずれかの資格所有者 

専門級 
被覆アーク溶接 基本級 Fil-F を所有する者 

マグ溶接 基本級 SFil-F を所有する者 

基礎杭溶接技能者 

FP－A－２P JIS Z 3801 に基づくいずれかの資格所有者 

FP－SA－2P 
JIS Z 3841 に基づくいずれかの資格所有者 

FP－SS－2P 

表 3.12  石油工業溶接士資格の受験資格 
資格の種類 受験資格：該当する資格を所有する者（資格が有効期限内であること） 

E 種１級 

JIS Z 3801 に基づく A-2F，N-2F，A-3F，N-3F，C-2F，C-3F のいずれかの技術資格を有すること E 種２級 

F 種１級 

FT 種１級 
JIS Z 3801 に基づく T-1F，C-2F，C-3F のいずれか又は JIS Z 3821 に基づく TN-F，CN-FM のい

ずれかの技術資格を有すること 

FC 種１級 
JIS Z 3801 に基づく A-2F，N-2F，A-3F，N-3F，C-2F，C-3F，T-1F のいずれか又は JIS Z 3821

に基づく TN-F，CN-F，CA-F，CN-FM のいずれかの技術資格を有すること 

3.4  評価試験の内容 
各資格の評価試験は，当該規格に規定された溶接技術に関する基礎的な知識及び溶接技量を評

価するために，表 3.13 に示す試験を行います。 

表 3.13  各資格の評価試験内容 
〔○：適用される。×：適用されない。〕 

資格の種類 

試験の科目 

実技試験の内容 

実技試験材の試験方法 

学

科

試

験 

実

技

試

験 

外

観

試

験 

曲げ試験 破

面

試

験 

引

張

試

験 

X

線

試

験 

気

密

試

験 

表

曲

げ 

裏

曲

げ 

側

曲

げ 

手溶接技能者 ○ ○ 表 3.2 に示す条件による試験材料の溶接 ○ ○ ○ ○ × × × × 

半自動溶接技能者 ○ ○ 表 3.3 に示す条件による試験材料の溶接 ○ ○ ○ ○ × × × × 

ステンレス鋼溶接技能者 ○ ○ 表 3.4 に示す条件による試験材料の溶接 ○ ○ ○ × × × × × 

チタン溶接技能者 ○ ○ 表 3.5 に示す条件による試験材料の溶接 ○ ○ ○ × × × × × 

銀ろう付技能者 ○ ○ 表 3.6 に示す条件による試験材料の銀ろう付 ○ × × × × × ○ ○ 

プラスチック溶接技能者 ○ ○ 表 3.7 に示す条件による試験材料の溶接 ○ × × × × ○ × × 

すみ肉溶接技能者 × ○ 表 3.8 に示す条件による試験材料の溶接 ○ × ○ × × × × × 

基礎杭溶接技能者 × ○ 表 3.9 に示す条件による試験材料の溶接 ○ ○ ○ × × × × × 

石油工業溶接士 × ○ 表 3.10 に示す条件による試験材料の溶接 ○ ○ ○ ○ ○ × × × 

注 １. 側曲げ試験は，手溶接技能者及び半自動溶接技能者の厚板及び厚肉管並びに石油工業溶接士の E 種の試験片
に適用します。 

２. 破面試験は，石油工業溶接士の E 種の試験片に適用します。
３. 学科試験の主要な分野は次のとおりとなります。
・溶接の一般知識，溶接機の構造と操作，鉄鋼材料と溶接材料，溶接施工，溶接部の試験と検査，溶接作業での
災害防止
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3.5  評価試験の日程 
評価試験は以下の 9 地区溶接技術検定委員会で実施しているので，試験日程，場所などの詳細

は該当地区に問い合わせてください。 

地 区 名 所 在 地 担当都道府県 

北海道地区溶接技術

検定委員会 

〒003-0808 

 北海道札幌市白石区菊水 8 条 3-11-15 

北海道 

電  話：011－822－6678 

東北地区溶接技術 

検定委員会 

〒981-3206 

 宮城県仙台市泉区明通４-5-5 

青森県・岩手県・宮城県・秋田県・

山形県・福島県 

電  話：022－378－8290 

東部地区溶接技術 

検定委員会 

〒210-0864 

 神奈川県川崎市川崎区池上町 1-15 

茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・

千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・

山梨県・長野県 電  話：044－299－3541 

北陸地区溶接技術 

検定委員会 

〒920-3116 

 石川県金沢市南森本町ホ 33-1 

富山県・石川県・福井県 

電  話：076－257－4841 

中部地区溶接技術 

検定委員会 

〒457-0823 

 愛知県名古屋市南区元塩町６-２５-５ 

岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 

電  話：052－613－2081 

関西地区溶接技術 

検定委員会 

〒530-0001 

 大阪府大阪市北区梅田 1-11-4-500 

  大阪駅前第 4 ビル 

滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・

奈良県・和歌山県 

電  話： 06－6341－1805 

中国地区溶接技術 

検定委員会 

〒731-3166 

 広島県広島市安佐南区大塚東 3-8-11 

鳥取県・島根県・岡山県・広島県・

山口県 

電  話：082－848－0511 

四国地区溶接技術 

検定委員会 

〒792-0896 

 愛媛県新居浜市阿島 1-5-56 

徳島県・香川県・愛媛県・高知県 

電  話：0897－47－5627 

九州地区溶接技術 

検定委員会 

〒804-0054 

 福岡県北九州市戸畑区牧山新町 2-15 

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・

大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 

電  話：093－881－5610 

３.6  受験の申込，受付 
① 受験の申込は，原則として試験日前 35 日までとします。

② 受験の申込は，WEB 申込み（e-Weld）にて受付を行います。詳細は日本溶接協会の e-Weld

ホームページをご確認ください。

③ 手続，その他不明点の質問などは，前記の地区溶接技術検定委員会又は別掲の各都道府県指

定機関に行ってください。

3.7  試験結果の通知 
受験後 2 ヶ月程度で合否通知書を送付します。合格の場合には，適格性証明書も併せて送付し

ます。学科のみ合格の場合には，学科合格証明書を送付します。 

3.8  認証の有効期間，サーベイランス 
「適格性証明書」の有効期間は１年とし，この有効期間満了前３か月以内にサーベイランスの申

請を行い，適格性が維持されていることが確認された場合，引き続き１年間有効の「適格性証明

書」が交付されます（このサーベイランスの申請は 2 回行います。） 
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3.9  再評価 
資格の登録後３年を経過（サーベイランスを 2 回受けて 1 年を経過）し，資格を更新しようと

する場合は，有効期間を満了する前８か月から 2 か月の間に再評価を受けなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

溶接技能者（JIS,WES に基づく）の資格認証の流れ 
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４．溶接技能者（ISO 9606-1 に基づく）の認証 

国際規格 ISO 9606-1 に基づく溶接技能者の資格です。この ISO 溶接技能者認証制度は，当協会

が実施する国内規格（JIS，WES）に基づく溶接技能者の認証とは別の制度です。 

ISO 9606-1 規格に基づいた溶接技能者の技能認証では，溶接方法，試験材の形状と寸法，継手

の種類，溶接材料の種類と材質，溶接姿勢及び裏当て材など詳細な確認項目が適格性証明書に記載さ

れます。当協会では，標準的な組合せにより１０８種の資格の種類を定め，評価試験を実施します。

受験者は必要とする技量にあてはまる資格の種類を選択し受験することができます。 

ただし，ISO 溶接技能者認証と国内規格（JIS，WES）に基づく技能認証とは別の資格であり，一

方の資格を有しても，他方の資格が認められるものではありません。ISO 技能認証の受験の際には，

この資格が実際の溶接作業で認められる資格であるか，受験申込前に確認することが大切です。 

なお， ISO 9606-1 に基づく溶接技能者の認証制度の詳細については当協会ホームページでご案

内しています。 

４.1  適用する規格 
適用する規格は，表４.1 のとおりとなります。 

表４.1  ISO 9606-1 に基づく溶接技能者の認証制度に係わる適用規格 

規格の番号 規格の名称 

ISO 9606-1:2012 
Qualification testing of welders ― Fusion welding ― Part 1: Steels

溶接技能者の技量承認試験－融接－第 1 部：鋼 

ISO 5817 

Welding — Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam

welding excluded) — Quality levels for imperfections

溶接－鋼並びにニッケル，チタン及びそれらの合金の融接継手（ビーム溶接を除く） 

－不完全部の品質レベル 

WES 8281-1 ISO 9606-1 に基づく溶接技能者の資格認証基準－第 1 部：総則 

WES 8281-2 
ISO 9606-1 に基づく溶接技能者の資格認証基準－第 2 部：標準溶接施工要領書による認

証 

WES 8281-3 ISO 9606-1 に基づく溶接技能者の資格認証基準－第 3 部：外観試験及びマクロ試験 

ISO 規格の入手先 ： 一般財団法人日本規格協会  https://webdesk.jsa.or.jp/ 

ISO 9606-1:2012 規格については英和対訳版も出版されています。 

WES 規格の入手先 ： 一般社団法人日本溶接協会  http://www-it.jwes.or.jp/wes_ki/mokuroku.jsp 

４.2  資格の種類と区分 
資格の種類は，表４.2 及び表４.３に示すとおり，試験材料の形状（板，管），材質（炭素鋼，ス

テンレス鋼），厚さ，溶接方法，溶接姿勢，裏当て金の有無などにより区分されています。それぞ

れ資格の種類の詳細については，WES 8281-2 をご参照ください。

また，突合せ溶接の受験と同時に追加すみ肉溶接を受験すると，突合せ溶接の合格と追加すみ肉

溶接の合格をもってすみ肉溶接の資格が取得できます。追加すみ肉溶接の溶接方法は，突合せ溶

接と同じ溶接方法のみとなります。突合せ溶接が不合格の場合，追加すみ肉溶接の合否に関わら

ず，すみ肉溶接の資格は与えられません。なお，すみ肉溶接単独での受験は設定されていません。

また，追加すみ肉溶接の実技試験は，水平姿勢（PB）のみで実施し，同時に受験する突合せ溶接

の溶接姿勢に対応したすみ肉溶接姿勢が承認されます。 
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表４.2  ISO 9606-1 に基づく溶接技能者資格の区分 （炭素鋼の突合せ溶接） 

試験材料の形状と溶接姿勢による資格の種類記号 

溶接方法 
試験材料の 

厚さ区分 
裏当て金 

板 管 

下向 立向 横向 上向 
水平・鉛直 

固定 

斜め 45 度 

固定 

ISO A-2F ISO A-2V ISO A-2H ISO A-2O ISO A-2P ISO A-2Z 

被覆アーク 

溶接 

中板／中肉管 
あり 

ISO N-2F ISO N-2V ISO N-2H ISO N-2O ISO N-2P ISO N-2Z なし 

ISO A-3F ISO A-3V ISO A-3H ISO A-3O ISO A-3P ISO A-3Z 
厚板／厚肉管 

あり 

ISO N-3F ISO N-3V ISO N-3H ISO N-3O ISO N-3P ISO N-3Z なし 

ISO T-1F ISO T-1V ISO T-1H ISO T-1O ISO T-1P ISO T-1Z ティグ溶接 薄板／薄肉管 なし 

ISO C-2F ISO C-2V ISO C-2H ISO C-2O ISO C-2P ISO C-2Z 組合せ溶接 

＊ 

中板／中肉管 
なし 

ISO C-3F ISO C-3V ISO C-3H ISO C-3O ISO C-3P ISO C-3Z 厚板／厚肉管 

ISO SA-2F ISO SA-2V ISO SA-2H ISO SA-2O ISO SA-2P ISO SA-2Z 

マグ溶接

中板／中肉管 
あり 

ISO SN-2F ISO SN-2V ISO SN-2H ISO SN-2O ISO SN-2P ISO SN-2Z なし 

ISO SA-3F ISO SA-3V ISO SA-3H ISO SA-3O ISO SA-3P ISO SA-3Z 
厚板／厚肉管 

あり 

ISO SN-3F ISO SN-3V ISO SN-3H ISO SN-3O ISO SN-3P ISO SN-3Z なし 

ISO SC-2F ISO SC-2V ISO SC-2H ISO SC-2O ISO SC-2P ISO SC-2Z 組合せ溶接 

＊＊ 

中板／中肉管 
なし 

ISO SC-3F ISO SC-3V ISO SC-3H ISO SC-3O ISO SC-3P ISO SC-3Z 厚板／厚肉管 

注：＊  初めの１～数パスをティグ溶接で行い，その後を被覆アーク溶接で行う。 

 ＊＊ 初めの１～数パスをティグ溶接で行い，その後をマグ溶接で行う。 

表４.３  ISO 9606-1 に基づく溶接技能者資格の区分 （ステンレス鋼の突合せ溶接） 

試験材料の形状と溶接姿勢による資格の種類記号 

溶接方法 
試験材料の 

厚さ区分 
裏当て金 

板 管 

下向 立向 横向 上向 
水平・鉛直 

固定 

斜め 45 度 

固定 

ISO CN-F ISO CN-V ISO CN-H ISO CN-O ISO CN-P ISO CN-Z 
被覆アーク 

溶接 
中板／中肉管 なし 

― ― ― ― ISO CN-PM ISO CN-ZM 
組合せ溶接 

＊ 
中肉管 なし 

ISO TN-F ISO TN-V ISO TN-H ISO TN-O ISO TN-P ISO TN-Z 
ティグ溶接

薄板／薄肉管 なし 

ISO TN-2F ISO TN-2V ISO TN-2H ISO TN-2O ISO TN-2P ISO TN-2Z 中板／中肉管 なし 

ISO MA-F ISO MA-V ISO MA-H ISO MA-O ― ― ミグ溶接又は

マグ溶接
中板 

あり 

ISO MN-F ISO MN-V ISO MN-H ISO MN-O ― ― なし 

― ― ― ― ISO MN-PM ISO MN-ZM 
組合せ溶接 

＊＊ 
中肉管 なし 

注：＊  初めの１～数パスをティグ溶接で行い，その後を被覆アーク溶接で行う。 

 ＊＊ 初めの１～数パスをティグ溶接で行い，その後をミグ溶接又はマグ溶接で行う。 

４.3  受験資格
労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に基づく次の２つの特別教育を修了していること。

① アーク溶接機を用いて行う金属の溶接，溶断等の業務に係る特別教育

② 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育

上記２つの特別教育は，通例，アーク溶接特別教育（学科教育と実技教育）や自由研削といし特

別教育（学科教育と実技教育）などと呼ばれています。特別教育の受講については，各地の教習

機関までお問合せください。
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４.4  評価試験の内容 
当協会が作成した溶接施工要領書（pWPS）に従い実技試験を実施し，溶接された試験材を評価

します。受験する資格の種類ごとに pWPS は作成されており，当協会のホームページで閲覧する

ことができます。学科試験は実施せず，実技試験のみを実施し，その評価により認証します。ま

た，基本級及び専門級の区別はありません。 

溶接した試験材の評価試験は，突合せ溶接では外観試験及び放射線透過試験とし，ソリッドワイ

ヤのミグ溶接及びマグ溶接ではさらに曲げ試験を実施します。追加すみ肉溶接の評価試験は外観

試験及びマクロ試験によります。 

実技試験の特徴として，ルートパス及び最終層でそれぞれ１箇所の溶接中断・再スタート部（ビ

ード継ぎ部）を設け，中断時には評価員に申告しマーキングを受ける必要があります。また，小

さなきずをグラインダで除去することができますが，グラインダ使用の際には毎回，評価員の許

可を得る必要があります。ただし，最終層については，グラインダの使用は溶接中断・再スター

ト部に対してのみ許されます。 

また，受験者は試験の種類に応じて定められた時間内に試験材の溶接を行うとともに，溶接記録

を作成し，試験材と一緒に提出します。 

 
 

４.5  評価試験の日程 
試験の日程，試験実施場所など詳細は，各地区溶接技術検定委員会までお問合せください。 

当面，ISO 9606-1 による溶接技能者評価試験は，表４.４に示す○印の５つの地区溶接技術検

定委員会で実施しています。 

 

表４.４  ISO 9606-1 による溶接技能者評価試験の実施地区 

ISO 検

定実施 
地 区 名 

所 在 地 

 
北海道地区溶接技術 

検定委員会 

〒003-0808 

 札幌市白石区菊水 8 条 3-１１-１５ 

電  話：011－822－6678 

 
東北地区溶接技術 

検定委員会 

〒981-3206 

 仙台市泉区明通４-5-5 

電  話：022－378－8290 

○ 
東部地区溶接技術 

検定委員会 

〒210-0864 

 川崎市川崎区池上町 1-15 

電  話：044－299－3541 

 
北陸地区溶接技術 

検定委員会 

〒920-3116 

 石川県金沢市南森本町ホ 33-1 

電  話：076－257－4841 

○ 
中部地区溶接技術 

検定委員会 

〒457-0823 

 名古屋市南区元塩町６-２５-５ 

電  話：052－613－2081 

○ 
関西地区溶接技術 

検定委員会 

〒530-0001 

 大阪市北区梅田 1-11-4-500 

                       大阪駅前第 4 ビル 

電  話： 06－6341－1805 

○ 
中国地区溶接技術 

検定委員会 

〒731-3166 

 広島市安佐南区大塚東 3-8-11 

電  話：082－848－0511 

 
四国地区溶接技術 

検定委員会 

〒792-0896 

 愛媛県新居浜市阿島 1-5-56 

電  話：0897－47－5627 

○ 
九州地区溶接技術 

検定委員会 

〒804-0054 

 北九州市戸畑区牧山新町 2-15 

電  話：093－881－5610 
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４.6  受験の申込，受付 
① 受験の申込は，原則として試験日前 35 日までとします。 

② 受験申込み者数が 5 人に満たない場合，評価試験を延期又は中止とすることがあります。 

③ 受験の申込は，評価試験申込書に受験料金を添えて，地区溶接技術検定委員会に提出してく

ださい。 

④ 評価試験申込書や受験の案内などについては，当協会ホームページで入手できる他，地区溶

接技術検定委員会までお問合せください。 

 

４.7  試験結果の通知 
評価試験の結果は，原則として評価試験実施後 2 か月程度で通知します。 

「追加すみ肉溶接」を新規受験し，突合せ溶接は合格し，追加すみ肉溶接のみ不合格となった場

合，希望により，1 度に限り「追加すみ肉溶接」のみ再試験を受験することができます。詳細は

お問合せください。 

 

４.8  認証の登録手続 
① 合格した者は，所定の認証登録手続を行わなければなりません。（合否通知日より 45 日以内

に手続を行わなかった場合は，資格の登録を行いません。） 

② 上記①の認証登録手続を行った者には，ISO 9606-1 に基づいた様式の「適格性証明書」を

交付します。適格性証明書は，資格の種類ごとに交付されます。 

 

４.9  認証の有効期間，サーベイランス及び再評価 
資格の有効期間は，ISO 9606-1 に従い試験材を溶接した日から 6 か月間となります。（交付

日からではありません。） 

さらに，この６か月の有効期間中に，資格の認証範囲内で作業を行っていることが事業者の溶接

管理者によって確認され，適格性証明書に記録されることで，有効期間は６か月延長されます。 

当協会はこの「有効性の確認」が実施されていることを確実にするため，1 年に１回，サーベイ

ランスを実施します。サーベイランスは適格性証明書に記録された「有効性の確認」の記載内容

を審査します。 

また，有効期間は最長３年間とし，資格を更新しようとする場合には新たに実技評価試験の受験

が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再 評 価 

適格性証明書交付 

新規認証登録 1 年目 2 年目 3 年目 

６か月 

ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 

認証登録手続 

認証のための試験 

合   格 

合   格 

ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 

６か月 ６か月 ６か月 ６か月 

6 か月毎に「有効性の確認」が実施されていることをサーベイランスで審査す
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５．非破壊検査事業者等の認定（CIW 認定） 

鋼構造物の溶接部を放射線検査（RT），超音波検査（UT），磁気検査（MT），浸透検査（PT），渦

電流検査（ET）及びひずみゲージ検査（ST）などの非破壊検査手法を用いて検査する検査機関（検

査会社など）に対して技術者数や配置，設備･機器の管理及び品質システム体制について審査して基

準に達していれば認定する制度です。 

溶接構造物の製作工程で検査する場合，発注者又は監理者に代わって行う検査があり，この認定を

受けた検査機関は後者の検査を行う場合（第三者検査という場合がある）の資格として活用されてい

るもので，例えば建築鉄骨の第三者検査を行う場合の資格として展開しているものです。 

５.1  適用する規格 
WES 8701 溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準 

５.2  認定の種別 
事業者の認定種別は，認定検査部門数や各々の技術者数により，表５.1 のとおりとなります。 

表５.1  事業者の認定種別，検査部門数及び必要資格保有者数 

認定 

種別 

認定検査 

部門数 

必要資格保有者数 

検査技術管理者数 認定検査部門の上級検査技術者数 検査技術者数 

A 種 5 又は 6 5 名以上 認定検査部門に各 1 名以上で合計 16 名以上 上級検査技術者

1 名につき 1 名

～10 名 B 種 3 又は 4 3 名以上 認定検査部門に各 1 名以上で合計 8 名以上 

C 種 2 1 名以上 認定検査部門に各 1 名以上で 4 名以上 

D 種 1 1 名以上 2 名以上 

注 1：検査技術管理者は，認定検査部門ごとに上級検査技術者又は検査技術者のいずれかと重複登録すること

ができる。 

注 2：上級検査技術者は，同一検査部門の検査技術者として重複登録することはできない。 

注 3：主たる登録事業所以外の登録事業所においても，表５.1 の資格保有者数を満足していることが基本であ

るが，少なくとも検査技術管理者，上級検査技術者及び検査技術者の各 1 名以上を配置していなければ

ならない（本社との兼務は可）。また，プロジェクト等を組む場合には，検査技術管理者並びに対象と

する検査部門ごとに上級検査技術者及び検査技術者を適切に配置し，それを記録（組織図又は体制表）

に留めなければならない。 

５.3  認定検査部門 
認定検査部門は，非破壊検査方法によって，次のとおりとなります。 

① 放射線検査（RT）

② 超音波検査（UT）

③ 磁気検査（MT）

④ 浸透検査（PT）

⑤ 渦電流検査（ET）

⑥ ひずみゲージ検査（ST）

５.4  建築鉄骨検査適格事業者 
上記 5.3 項②の超音波検査部門の認定事業者は，WES 8701 附属書 C に規定する付加要求事

項に適合すれば「建築鉄骨検査適格事業者」として登録することができる。 

５.5  認定の要件 
非破壊検査を業務とする法人等（登記された法人で，事業目的に非破壊検査業務が明記されて

いること）で，次の要件を満たすものとします。 

① 非破壊検査の業務実績が原則 3 年以上あること。

② 品質保証体制が整備されていること。

③ 検査業務を遂行するための必要な設備･機器を保有していること。

④ 表 5.1 に示す技術者が在籍していること。
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５.6  認定の審査内容 
認定のための審査項目は次のとおりとなります。 

① 法人の設立登記と組織機構 

② 試験・検査の実績 

③ 品質保証体制の構築と実施 

④ 技術者の資格と構成人員 

⑤ 認定に必要な設備及び機器 

 

５.7  認定の仮申請と本申請の受付 
認定の仮申請，本申請については，随時受付けます。認定申請に必要な書類の入手，手続き，そ

の他質問などは，当協会本部事務局の CIW 認定担当までお問合せください。 

 

５.8  認定審査 
本申請を受付した事業者については，毎年 7～８月頃と 1～２月頃に事業者に対して認定のた

めの審査（書類審査，現地審査）を行います。 

 

５.9  認定の登録 
認定審査に合格し，所定の認定登録手続を行った事業者を登録し，認定証（毎年 4 月 1 日付と

10 月 1 日付）を発行します。 

 

５.10  認定証の有効期間と認定の更新 
事業者認定の有効期間は 3 年間とする。また，認定を更新しようとする場合には，有効期限の

半年前までに申請するものとする。 

 

５.1１  認定に必要な設備及び機器 
認定検査部門に必要な表 5.2 に示す設備及び機器を保有していること。また，検査業務に必要

な数量を保有していること（リースを含む）。 

表５.2 認定検査部門に必要な設備及び機器 

検査部門 検査設備及び機器の名称 

放射線検査部門 

(a) 放射線透過装置（業務に必要な機能を備えた装置） 
(b) 放射線測定用サーベイメータ 
(c) 透過度計 
(d) 階調計 
(e) 濃度計 
(f) フィルム観察器 

超音波検査部門 

(a) 超音波探傷器（業務に必要な機能を備えた機器） 
(b) 垂直探触子（業務に必要な機能のもの） 
(c) 斜角探触子（業務に必要な機能のもの） 
(d) 標準試験片及び対比試験片 
(e) 超音波厚さ計 
(f) 探傷図形記録装置又はこれに代わるもの 

磁気検査部門 

(a) 携帯形極間磁粉探傷装置 
(b) ブラックライト 
(c) 紫外線強度計 
(d) 標準試験片 
(e) 対比試験片 
(f) 磁化装置（プロッド法が可能な装置を含む） 
(g) テスラメータ 

浸透検査部門 
(a) 対比試験片 
(b) 照度計（ルックスメータ） 
(c) 表面温度計又は温度計 

渦電流検査部門 
(a) 渦電流探傷装置 
(b) 対比試験片 

ひずみゲージ検査部門 (a) 静ひずみ測定器（1 台につき 8 点以上測定可能なもの） 
(b) 動ひずみ測定器 

（外観検査部門） 

(a) 溶接ゲージ（アンダカットゲージ，脚長ゲージ，限界ゲージ，すき間ゲージ等） 
(b) 測長器（かね尺，ノギス 等） 
(c) 補助光源（懐中電灯等） 
(d) ルーペ等 
(e) 測定用ジグ 
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５.1２  認定に必要な技術者の任務，登録条件及び登録手続き 
（1）技術者の任務 

表５.１に示す技術者の任務及び責任は，表５.3 のとおりとなります。 

表５.3  技術者の任務及び責任 

技術者の種類 主 な 任 務 及 び 責 任 

検査技術管理者 

溶接構造物の外観検査を含む検査について，次の事項を実施し，検査に関する総括的な責

任を負う登録された技術者 

① 検査計画と実施（検査仕様書の確定及び検査手順書の承認） 

② 判定基準の決定 

③ 検査の総合判定 

④ 作業記録，検査成績書及び／又は検査報告書の承認 

上級検査技術者 

外観検査を含む当該検査部門について，次の事項を実施し，業務の遂行，検査技術者の指

導及び監督を行う登録された技術者 

① 検査の計画と実施（検査仕様書の確認及び検査手順書の作成） 

② 関連法規，規格及び検査仕様書の解釈 

③ 検査業務手順の立案 

④ 検査技術者の監督･指導 

⑤ 検査設備及び機器の管理 

⑥ 検査業務の実施 

⑦ 検査結果の判定 

⑧ 作業記録，並びに検査成績書及び／又は確認検査報告書の審査 

検査技術者 

外観検査を含む当該検査部門について，上級検査技術者の監督の下で次の事項を実施する

登録された技術者 

① 検査業務の実施 

② 検査結果の一次判定 

③ 検査設備及び機器の検証・校正 

④ 作業記録，並びに検査成績書及び／又は検査報告書の作成 

注)本表に規定する検査技術者が JIS Z 2305 に基づくレベル 1 の資格である場合は，JIS Z 2305 に規定

する範囲を超えることはできない。 

 

（2）検査技術管理者，上級検査技術者及び検査技術者の登録条件と登録手続き 

各技術者の登録条件として，認定事業者又は認定を取得しようとする事業者に所属してい

る技術者であること。表 5.4 に示す JSNDI 資格などの資格を保有し，検査技術管理者及び上

級検査技術者は CIW 技術者試験を受験して合格しなければなりません。CIW 技術者試験や登

録手続きに関する詳細については，当協会本部事務局 CIW 認定担当までお問合せください。 

表５.4 技術者資格を得るために必要な資格 

技術者の種類 資 格 の 種 類 

検査技術管理者 

検査技術管理者は，以下のいずれかの資格を保有していなければならない。 

(a) NDIS 0602 に基づく技術者の資格 

(b) 二つの検査部門の上級検査技術者資格 

(c) JIS Z 3410(WES 8103)に基づく特別級又は1級溶接管理技術者資格と一つの検査

部門の上級検査技術者資格 

上級検査技術者 
上級検査技術者は，認定検査部門に該当する次の資格を保有していなければならない。 

(a) JIS Z 2305 に基づくレベル 3 

検査技術者 

検査技術者は，認定検査部門に該当する次のいずれかの資格を保有していなければならな

い。 

(a) JIS Z 2305に基づくレベル1以上の資格（ただし，レベル1の超音波厚さ測定技術者

を除く） 
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６．マイクロソルダリング要員の認証  
 

電子機器などの実装，組み立て工程で使用されるマイクロソルダリング技術についての技術者，

インストラクタ実装工程技術者，インスペクタ，マニュアルソルダリングオペレータに対する資格

であり，電子機器製造分野における実装，組み立て工程に携わる生産技術者，品質管理者，作業者

などの技術知識，技量を一定の基準に基づいて評価試験を行い，資格の格付けと認証を行うもので

す。 

 

６.1  適用する規格 
適用する規格は，以下のとおりとなります。 

JIS Z 3851 ： マイクロソルダリング技術検定における試験方法及び判定基準 

WES 8109 ： マイクロソルダリング技術要員認証基準 

 

６.2  資格の種類と要求レベル 
資格の種類と要求レベル，任務は表６.1 のとおりとなります。 

表６.1  各要員の任務及び責任並びに知識及び職務能力 

資 格 の 種 類 任務及び責任 知識及び職務能力 参考（任務・役割） 

技 術 者 

（EEG） 

マイクロソルダリングに

関わる生産計画，品質・技

術管理，品質・検査基準の

決定など 

マイクロソルダリング技

術に関する十分な専門的

知識，品質・技術管理など

に関する職務能力 

① 技術開発 

② 関連会社の技術指導 

③ 技術の標準化 

④ 関係部門に対する意見具申 

インストラクタ a) 

（INS） 

マイクロソルダリングに

関わる作業の教育，監督指

導，現場管理，品質判定な

ど 

マイクロソルダリング技

術に関する十分な知識，作

業教育，トラブル対処，現

場管理などに関する職務

能力 

① オペレータ及び検査員の指導 

② オペレータ及び検査員の育成 

③ 関連会社の作業に対する指導 

④ 現場のトラブル対策 

⑤ 作業の標準化 

実装工程技術者 

（APE） 

マイクロソルダリング実

装工程における設備・実装

工程管理など 

マイクロソルダリング技

術に関する十分な知識，実

装機器，その工程管理など

に関する職務能力 

① 実装機器のオペレート 

② 実装ラインの管理 

③ 実装機器の管理・メンテナンス 

インスペクタ 

（ISP） 

作業基準に従ったマイク

ロソルダリング接合部の

検査作業など 

マイクロソルダリング技

術に関する基礎的知識及

び接合部の検査に関する

職務能力 

① 外観目視検査作業 

② 自動外観装置管理 

③ 自動ソルダリング作業 

マニュアルソルダ 

リングオペレータ 

（MOPＲ） 

作業基準に従ったマイク

ロソルダリングにおける

マニュアルソルダリング

の作業など 

マイクロソルダリング技

術に関する基礎的知識及

びマニュアルソルダリン

グ作業に関する職務能力 

① マニュアルソルダリング作業 

② 自動マニュアルソルダリング作業 

③ ソルダリングリペア及び検査作業 

④ 自動ソルダリング作業 

注 a) インストラクタは，マニュアルソルダリング及び実装工程の区分がある。 
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６.３  受験条件 
各資格の受験条件は，表６.２に示すマイクロソルダリングに関連する業務経験が必要です。 

表６.２  受験条件 

資 格 の 種 類 受 験 条 件 

技術者 

① インストラクタの経験 2 年以上

② 工業高等学校以外の高等学校卒業の場合で，職務経験 6 年以上

③ 工業高等学校卒業の場合で，職務経験 5 年以上

④ 理工系工業高等専門学校，理工系短期大学又は理工系以外の大学卒業の場合で，

職務経験 3 年以上

⑤ 理工系大学卒業の場合で，職務経験 2 年以上

⑥ ①～⑤と同等の能力及び経験があると認められる場合

インストラクタ

① 満 22 歳以上で職務経験 4 年以上

② 理工系以外の大学卒業の場合で，職務経験 3 年以上

③ 理工系大学卒業の場合で，職務経験 2 年以上

実装工程技術者 
① 満 20 歳以上で職務経験 2 年以上

② 理工系大学卒業の場合で，職務経験 1 年以上

インスペクタ ① 満 18 歳以上で職務経験 3 か月以上

マニュアルソルダ

リングオペレータ
① 満 18 歳以上で職務経験 3 か月以上

６.４  評価試験の日程，場所 
各資格の評価試験の日程，場所は，表６.３のとおりとなります。 

表６.３  評価試験日程，場所 

資格の種類 試験内容 試験会場 開催時期 

技術者 
上級学科試験 原則として東京・大阪 7，1 月 

面接試験 原則として東京・大阪 8～9，12，2～３，５月 

インストラクタ

共通試験 
中級学科試験 原則として東京・大阪 7，1 月 

判定能力試験 全国各地 毎月 

ﾏﾆｭｱﾙｿﾙﾀﾞ

ﾘﾝｸﾞ区分

実技試験 全国各地 毎月 

指導能力試験Ⅰ 原則として東京・大阪 8～9，12，2～３，５月 

実装工程 

区分 

実装工程学科試験 東京 7，1 月 

指導能力試験Ⅱ 原則として東京・大阪 8～9，12，2～３，５月 

実装工程技術者 
中級学科試験 

東京 7，1 月 
実装工程学科試験 

インスペクタ
初級学科試験 

全国各地 毎月 
判定能力試験 

マニュアルソルダ

リングオペレータ

初級学科試験 
全国各地 毎月 

実技試験 

※ 試験内容や試験日程等の最新状況は，ホームページで確認してください。

６.５  受験の申込，受付 
受験の受付は，原則として評価試験日の 2 週間前までとします。受験申請書の入手，手続き，

その他質問などは，当協会本部事務局のマイクロソルダリング担当又は認定スクールの担当まで

にご連絡ください。 

６.６  試験結果の通知 
評価試験の結果は，原則として評価試験実施後３か月以内に通知します。 



 

 - 28 -  

６.７  認証の登録手続 
① 合格した者は，所定の認証登録手続を行わなければなりません（所定の期間内にこの手続を行

わなかった場合は，資格の登録を行いません）。 

② 上記①の認証登録手続を行った者には「マイクロソルダルリング適格性証明書」を交付します。 

 

６.８  証明書の有効期間 
認証された「マイクロソルダリング適格性証明書」の有効期間及び継続手続きによる有効期間な

どは，表 6.４のとおりとなります。 

なお，技術者，実装工程技術者，インスペクタ，マニュアルソルソルダリングオペレータ資格の

継続手続きは，有効期間が切れる前に行わなければなりません。 

表６.４  「マイクロソルダリング適格性証明書」の有効期間 

資 格 の 種 類 

有  効  期  間 
継続手続きが 

できる回数 
当初の認証による 

有効期間 

継続手続きにより 

延長される有効期間 
最大登録期間 

技術者 3 年間 3 年間 9 年間 2 回 

インストラクタ 5 年間 ―――― 5 年間 ―――― 

実装工程技術者 2 年間 ２年間 4 年間 1 回 

インスペクタ 2 年間 ２年間 4 年間 1 回 

マニュアルソルダ 

リングオペレータ 
1 年間 1 年間 3 年間 2 回 

 

６.９ 再認証 
資格の登録後，最大有効期間を経過し，資格を更新しようとする場合は，有効期間を満了する前

に，表６.５に示す再認証審査を受けなければなりません。 

表６.５  資格の再認証審査 

資格の種類 最大登録期間 再認証審査内容の概略 再認証審査の受験期間 

技術者 9 年間 書類審査又は再認証審査（講習及びレポート） 
資格の有効期間 

満了の前 

インストラクタ 5 年間 書類審査又は再認証審査（講習及び判定能力試験） 同上 

実装工程技術者 4 年間 書類審査 同上 

インスペクタ 4 年間 判定能力試験 同上 

マニュアルソルダ 

リングオペレータ 
3 年間 実技試験 同上 
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７. 電気事業法・原子炉等規制法に係る溶接士・溶接施工法等の 

認証・確認試験等  
 

火力発電所，原子力発電所等の施設は，「電気事業法」及び「核原料物質，核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律」（以下，原子炉等規制法という）に基づいて製造，建設されています。これら

の施設は，高い安全性が要求されており，一般社団法人日本溶接協会は，第三者的立場から，溶接施

工法及び溶接士技能等が適用技術基準に適合していることの認証，確認を実施しております。また，

事業者殿との契約に基づく使用前事業者検査(溶接)の受託業務を行います。 

 

７.1 電気事業法に基づく溶接士，溶接施工法の認証，確認試験等 

7.1.1 発電用火力設備(民間製品認証適用)の溶接士技能認証試験（JAB 認定範囲） 
（1）スコープ 

電気事業法第 52 条に基づく発電用火力設備のうち，火原協「電気工作物の溶接部に関する民間

製品認証規格（火力）TNS-S3101-2017」に従った下記の試験，評価を実施します。(民間製品

認証規格に基づく施工法認証試験は日本溶接協会では現在実施しておりません。) 

・溶接士技能認証試験 

・溶接士の技能資格の更新 

・溶接士の技能資格の移行 

・溶接士の施工工場間移動 

 

（2）適用法規，規格 

・発電用火力設備の技術基準を定める省令 

・発電用火力設備の技術基準の解釈 

・火力設備に対する溶接事業者検査ガイド 

・電気工作物の溶接部に関する民間製品認証規格（火力）TNS-S3101-2017 

・電気事業法に基づく溶接士技能認証試験基準（発電用火力設備 民間製品認証適用）WES 8209 

 

（3）日本溶接協会と溶接施工工場との契約 

認証試験に先立ち，「電気工作物の溶接部に関する民間製品認証規格（火力TNS-S3101-2017」

に従い，日本溶接協会と溶接施工工場との契約を結びます。日本溶接協会のホームページに掲載さ

れた手引きに従い手続きをお願いします。 

 

（4）申請書類 

試験，評価の受付は随時です。WES8209 に定められた提出資料を当協会本部事業部の担当宛

に送付してください。 

 

（5）試験，評価方法 

当協会の認定評価員が，WES8209 に従い立会又は書類による評価を行います。立会は認定評

価員が，申請者の施工工場等の試験の実施場所を訪問し実施するものです。 

 

（6）試験，評価結果 

試験，評価結果は，当協会の認証委員会が適用法規，規格に基づき審議します。適合していると

判断された場合は認証委員会より認証書が発行されます。適合しないと判断される場合は，その旨

を通知します。 

 

７.1.2 発電用火力設備(民間製品認証非適用)の溶接士技能，溶接施工法確認試験 
（1）スコープ 

電気事業法第 52 条に基づく発電用火力設備のうち，民間製品認証制度を適用しない下記の試

験，評価を実施します。 

・溶接士技能確認試験 

・溶接士の技能資格の更新 

・溶接施工法確認試験 
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（2） 適用法規，規格 

・発電用火力設備の技術基準を定める省令 

・発電用火力設備の技術基準の解釈 

・電気事業法に基づく溶接士技能確認試験基準（発電用火力設備 民間製品認証非適用）WES 

8208 

・電気事業法及び原子炉等規制法に基づく溶接施工法確認試験基準 WES 8218 

 

（3） 申請書類 

試験，評価の受付は随時です。WES8208, 8218 に定められた提出資料を当協会本部事業部

の担当宛に送付してください。 

 

（4）評価，試験方法 

当協会の認定評価員が，WES8208, 8218 に従い立会又は書類による評価を行います。立会

は認定評価員が，申請者の施工工場等の試験の実施場所を訪問し実施するものです。 

 

（5）試験，評価結果 

試験，評価結果は，当協会の認証委員会が適用法規，規格に基づき審議します。適合してい

ると判断された場合は認証委員会より合格書が発行されます。適合しないと判断される場合

は，その旨を通知します。 
 

７.2 原子炉等規制法に基づく溶接士，溶接施工法等の認証試験（JAB 認定範囲） 

（1）スコープ，適用法令 

原子炉等規制法に基づく原子力施設の下記の試験，評価を実施します。 

 

施設区分 適用法令 試験，評価 

加工施設 原子炉等規制法  

第 16 条の 3 

溶接士技能認証試験 

溶接士の技能資格の更新 

溶接施工法認証試験 

再処理施設 原子炉等規制法  

第 46 条 

溶接士技能認証試験 

溶接士の技能資格の更新 

溶接施工法認証試験 

試験研究用等原子炉施設 原子炉等規制法  

第 28 条 

溶接士技能認証試験 

溶接士の技能資格の更新 

溶接施工法認証試験 

実用発電用原子炉施設 原子炉等規制法  

第 43 条の 3 の 11 

溶接士技能認証試験 

溶接士の技能資格の更新 

溶接施工法認証試験 

使用済燃料貯蔵施設 原子炉等規制法  

第 43 条の 9 

溶接士技能認証試験 

溶接士の技能資格の更新 

溶接施工法認証試験 

特定廃棄物管理施設 原子炉等規制法  

第 51 条の 8 

溶接士技能認証試験 

溶接士の技能資格の更新 

溶接施工法認証試験 

特定第一種廃棄物埋設施設 

特定廃棄物管理施設 

原子炉等規制法  

第 51 条の 8 

溶接士技能認証試験 

溶接士の技能資格の更新 

溶接施工法認証試験 

核燃料物質の使用施設 原子炉等規制法  

第 55 条の 2 

溶接士技能認証試験 

溶接士の技能資格の更新 

溶接施工法認証試験 
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（2）適用規格 

・原子炉等規制法に基づく溶接士技能認証試験基準 WES 8210 

・電気事業法及び原子炉等規制法に基づく溶接施工法確認試験基準 WES 8218 

 

（3）申請書類 

試験，評価の受付は随時です。WES8210, 8218 に定められた提出資料を当協会本部事業部

の担当宛に送付してください。 

 

（4）試験，評価方法 

当協会の認定評価員が，WES8210, 8218 に従い立会又は書類による評価を行います。立会

は認定評価員が，申請者の施工工場等の試験の実施場所を訪問し実施するものです。 

 

（5）試験，評価結果 

試験，評価結果は，当協会の認証委員会が適用法規，規格に基づき審議します。適合していると

判断された場合は認証委員会より認証書が発行されます。適合しないと判断される場合は，その旨

を通知します。 

 

 

７.3 新技術の評価，認定 
技術基準の規定によらない，溶接に係る材料，設計，施工方法，検査方法等が，技術基準に定め

る要件に照らし，技術的妥当性を有しているかどうかの評価，認定をします。 詳細はご相談くだ

さい。 

 

７.4 使用前事業者検査(溶接)の受託業務 
事業者との契約に基づき，使用前事業者検査(溶接)を第三者機関として実施，報告する等の事業

者検査のサポートを行います。本業務の代表的な項目を下記に示しますが，個別契約によりそのス

コープや期間等が決定します。詳細はご相談ください。 
 
・使用前事業者検査要領書等の文書の策定等の準備業務 

・使用前事業者検査員(溶接)の教育，認定手続き 

・使用前事業者検査(溶接)に係る文書審査 

・使用前事業者検査(溶接)の実施と報告 
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８．建築鉄骨ロボット溶接オペレータの認証  
 

建築鉄骨の製作を溶接ロボットを用いて行う溶接技能者に対する資格認証であり，継手の部位，溶

接姿勢，使用するエンドタブの種類の組合せにより，認証範囲が分かれています（表８.１参照）。こ

の資格は，近年建築鉄骨の製作において著しく伸長した溶接ロボットの導入と，1995 年の阪神大

震災を契機とする建築鉄骨の溶接部の品質強度に対する社会的関心の高まりが背景となって，従来

何も規定されていなかったロボット溶接オペレータの資格要件について，学識経験者を中心とする

第三者機関により新たに制定されたものです。この資格者は，工場等で溶接管理技術者の管理の下に

建築鉄骨のロボット溶接作業に従事するのが望まれます。 

 

８.1 適用する規格 
WES 8110  建築鉄骨ロボット溶接オペレータの技術検定における試験方法及び判定基準 

WES 8111  建築鉄骨ロボット溶接オペレータの資格認証基準 

 

８.2 認証区分 
資格認証の範囲は，溶接ロボット型式認証書に記載されたロボット機種ごとに，継手の区分，

溶接姿勢，エンドタブの種類及び溶接継目部の処理の有無によって，表８.1 のように分かれて

います。 

表８.1    資格の種類 

級別 継手の区分 

認証範囲 

溶接姿勢 エンドタブの種類 
ビード継目

部の処理 
種別記号 

基本級 

柱と梁フランジ（PP） 

下向（F） 

スチールタブ（S） ― PP-FS 

代替タブ（F） ― PP-FF 

角形鋼管と通しダイアフラム（SD） なし（N） ― SD-FN 

円形鋼管と通しダイアフラム（CD） なし（N） ― CD-FN 

専門級 

柱と梁フランジ（PP） 

立向（V） 
スチールタブ（S） ― PP-VS 

代替タブ（F） ― PP-VF 

横向（H） 
スチールタブ（S） ― PP-HS 

代替タブ（F） ― PP-HF 

角形鋼管と角形鋼管（SS） 

横向（H） 

なし（N） 
処理あり SS-HA 

処理なし SS-HN 

円形鋼管と円形鋼管（CC） なし（N） 
処理あり CC-HA 

処理なし CC-HN 

H 形鋼と H 形鋼（HH） 
スチールタブ（S） ― HH-HS 

代替タブ（F） ― HH-HF 

溶接組立箱形断面柱と溶接組立箱形断面柱（BB） 
コーナタブ（C） ― BB-HC 

なし（N） ― BB-HN 

注 1. 受験者は，表８.1 に示す種別記号の中から，単数若しくは複数選択して受験申請することができる。 

 2. 受験者の職務経歴証明書において，「角形鋼管と通しダイアフラム」のロボット操作の経験があれば「円形

鋼管と通しダイアフラム」の操作経験が無くても，この種別を申請ができる。 

3.  同様に，代替タブでのロボット操作の経験があれば，同継手・同姿勢のスチールタブの操作経験が無くても

この種別を申請ができる。 

4. 上記 2 及び 3 のいずれの場合も．申請は必要（ロボット型式認証書の添付を含む）で，認証登録時に申請

種別数分の費用が必要となる。 
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８.３  受験資格 
【基本級】  以下の①から④をすべて満たすこと。 

① JIS Z 3841 / WES 8241 に基づく半自動溶接技能者の基本級資格（SA-2F，SA-3F，SN-

2F，SN-3F のいずれかの資格）を取得していること。

② 建築鉄骨の溶接に１年以上従事していること。

③ 「産業用ロボット安全衛生特別教育」（*）（80 W を超えた駆動電動機を有する産業用ロボット

使用の場合）修了証を保有していること。

（* 労働安全衛生法第５９条・同規則第３６条に基づく講習）

④ 「建築鉄骨ロボット溶接オペレータ特別教育」の受講修了証を保有していること。

ただし，訓練又は登録者の補助として基本級資格認証範囲（表８.１）のロボット溶接を 100

日以上行った経験のある者については，建築鉄骨ロボット溶接オペレータ特別教育受講は免除

する。 

【専門級】  以下の①及び②をすべて満たすこと。 

① 建築鉄骨ロボット溶接オペレータ資格の基本級（PP-FS，PP-FF，SD-FN，CD-FN のいず

れかの資格種別）を取得していること。

② 資格を保有する基本級の資格種別のロボット溶接を 100 日以上行った経験のあること。

ただし，あらかじめ承認された「建築鉄骨ロボット溶接オペレータ専門級特別教育」を受講し

た者については，基本級との同時受験が可能です。 

８.４  技術検定試験の種類 
【基本級】 

講習会の後，筆記試験Ⅰ及び口述試験を日本語で行います。 

ただし，受験者が日本語による口述試験を受験できないと認めた場合は，口述試験に代えて筆記

試験Ⅱ及びロボット溶接実技試験Ⅱを行います。この場合の筆記試験Ⅰ及び筆記試験Ⅱは，当協会

が認めた言語で行います。 

【専門級】 

① 専門級は，講習会の後，日本語による口述試験及びロボット溶接実技試験Ⅰを行います。

ただし，受験者が日本語による口述試験を受験できないと認めた場合は，口述試験に代えて筆

記試験Ⅱ及びロボット溶接実技試験Ⅱを行います。この場合の筆記試験Ⅱは，当協会が認めた言

語で行います。 

なお，JIS Z 3841/WES 8241 に基づく半自動溶接技能者の専門級の資格を現有している

場合は，下記②の場合を除き，ロボット溶接実技試験Ⅰを免除します。 

② 特例事項が付加されて型式認証された溶接ロボットを適用する場合は，上記①にかかわらず，

ロボット溶接実技試験Ⅰを行います。

８.５  受験の申込，受付 
技術検定試験は年４回（原則として６月，９月，１２月，翌年３月）あり，それぞれ１か月前ま

でに所定の受験申請手続きをします（詳細は，別途ご案内する「受験案内」を参照下さい）。 

なお，ロボット溶接実技試験を行う場合，原則として受験者の所属する工場で行うものとし，受

験者と調整の上，試験日程を設定します。 

８.6 試験結果の通知 

試験結果は受験者の所属する工場（会社）宛に，書面により通知します。 

８.7 認証の登録 
（1）試験に合格した者は所定の認証登録手続きを行わなければなりません。 

（2）上記の認証登録手続きを行った者には，合格の区分に応じた「適格性証明書」が交付されま

す。
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８.8 認証の有効期間，サーベイランス 
この「適格性証明書」の有効期間は２年間であり，期間満了前 2 か月以内にサーベイランスの

申請を行い，これに合格した場合には有効期間が２年間延長された「適格性証明書」が交付され

ます。 

 

８.9 再評価 
（1）資格の登録後６年が経過する前（サーベイランスを２回受けて更に２年が経過する前）に，

資格を更新しようとする場合は，有効期間満了前 5 か月以内に再評価を受けなければなりま

せん。なお，受験申請する機会は有効期限の約 5 か月前と約 2 か月前ですが，いずれか 1 回

のみの申請です。 

（2）再評価に合格した場合は，有効期間２年の「適格性証明書」が新たに交付されます。 
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９．IIW 国際溶接技術者の認証 

国際溶接学会（IIW：International Institute of Welding）の資格認証は，IIW の組織である IAB

（International Authorization Body）が認定した世界各国の認証機関が実施しています。日本で

は日本溶接協会に設立された IIW 資格日本認証機構（J-ANB）が IIW 資格の認証事業を行っていま

す。 

J-ANB による IIW 資格認証は，IIW の認証制度の内，世界的に広く普及している Personal

Qualification Scheme（PQS）と呼ばれる制度の資格で，所定時間の教育・訓練を経た後に行われ

る評価試験の合格者に対して，終身資格（ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ）を授与するものです。現在，J-ANB が認証して

いる IIW 資格は，「国際溶接技術者の 3 レベル」と「国際溶接検査技術者の 3 レベル」の計 6 種類

の資格です。 

国際溶接技術者 

〇国際溶接エンジニア（IWE：International Welding Engineer） 

〇国際溶接テクノロジスト（IWT：International Welding Technologist） 

〇国際溶接スペシャリスト（IWS：International Welding Specialist） 

国際溶接検査技術者 

〇 IWI-C（IPC）: International Welding Inspector at the Comprehensive level 

〇 IWI-S（IPS）: International Welding Inspector at the Standard level 

〇 IWI-B（IPB）: International Welding Inspector at the Basic level 

特認コースは J-ANB が直接運営するコースで，取得しようとする資格の種類に応じた知識を既に

修得していることを証明することにより，ATB での長時間の教育を受けることなく評価試験に臨む

ことができるコースです。溶接に関わる製造企業に勤めている社会人技術者に適したコースとなっ

ています。 

＜IWIP 資格の取得意義＞ 

欧州の政府や企業が関係する溶接工事・製造案件の受注や工事の遂行において、仕様書に IIW-IWIP

資格者による溶接品質の確認が必須条件と明記されるケースが多く見受けられます。 

この要求事項がない場合でも、工事仕様書に「溶接工程における品質管理は IIW-IWIP 資格者が実

施すること」と明記することで、客先に対して信頼感を与えるという「アドバンテージ」があります。 

9.1 IIW 資格取得のためのコース 
現在，日本で行われている IIW 資格取得のためのコース及びコースの概要は，表 9.1 及び図 9.1

のとおりです。 

表 9.1  IIW 資格取得のためのコース 

コース ATB 資格の種類 対象者 

正規 

コース

国立大学法人 大阪大学 

接合科学研究所 
IWE 

・大阪大学 大学院生

高度溶接技術者プログラムの開講科目

及び ATB 独自科目の履修学生 

独立行政法人 高齢・障害・求職者

雇用支援機構 ポリテクセンター

兵庫 

IWS 

・ポリテクセンター兵庫 受講生

テクニカルメタルワーク科の教育・訓練

科目の受講生

特認コース 

IWE/IWT 

IWS/IPC 

IPS/IPB 

・民間企業又は研究機関に所属する溶接技術者
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図 9.1  正規コースと特認コースの概要 

9.2 適用する基準 
IIW-IAB-001：Rules for the implementation of IIW Guidelines for the education, 

examination, qualification, and certification of welding personnel 

IIW-IAB-252：IIW Guideline for International Welding Engineers, Technologists, 

Specialists and Practitioners “PERSONNEL WITH QUALIFICATION FOR 

WELDING COORDINATION  Minimum Requirements for the Education, 

Examination and Qualification” 

IIW-IAB-041: IIW Guideline for IWIP / MINIMUM REQUIREMENTS FOR THE EDUCATION, 

EXAMINATION AND QUALIFICATION OF INSPECTION PERSONNEL 

（溶接検査要員の教育，試験及び資格認定の必須事項に関する IIW 指針） 

IIW-IAB-442: IIW Guideline for Alternative Route / MINIMUM REQUIREMENTS FOR THE 

EDUCATION, EXAMINATION AND QUALIFICATION 

（特認コースの教育，試験及び資格認定の必須事項に関する IIW 指針） 

9.3 資格の種類

表 9.2  IIW 国際溶接技術者の資格の種類，知識及び力量*） 

IWE IWT IWS 

知識
の知識，判断するために重要な

理解力を有する。

溶接技術を適用する上での全般

的な知識と理解力を有する。

溶接技術分野の中の特定かつ実

務的な知識を有する。

職務能力

（力量）

 技術を習得し，求められる技

術革新する能力

 高度で複雑な問題，予測不可

能な問題の解決能力

 溶接に関わる非常に複雑で技

術的な業務又はプロジェクト

を管理する能力

 予測不可能な業務又は研究環

境での判断に責任をもつ能力

 個々又はグループの要員の実

務能力開発に責任をもつ能力

 複雑な問題を解決する能力

 溶接技術の適用や関連技術の

実務又はプロジェクトを詳細

に管理する能力

 複雑な業務又は研究環境での

判断に責任をもつ能力

 溶接又は関連する要員の業務

の決定に責任をもつ能力

 個々又はグループの要員の実

務能力開発する能力

 特定の基本的な問題の解決す

る能力

 基本的な溶接及び関連する業

務及び関連する要員を監督す

る能力

 基本的な業務上の判断への責

任能力

*）IIW-IAB-252 による。 

正規コース パート 1 

(座学） 

パート 2 

（実習） 

パート 3 

（座学） 

中間試験 
ATB による教育訓練 

特認コース 

J-ANB による詳細書類審査と、技術面接
（IWIP は専門面接）を経て、必要に応じた
教育訓練（プロジェクトワーク：⓵予習/②
ケーススタディ/③レポート）が課される。 

J-ANB による
評価試験

・筆記試験
・口述試験
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9.4 コースへの参加条件  
（1）正規コース：コースへの参加条件は，各 ATB にお問い合わせください。 

 

（2）IWE/IWT/IWS 特認コース：参加申請者は，次の３つの条件を全て満足していなければなり

ません。 

① 学歴（表 9.3 参照） 

② 職務経験年数（表 9.3 参照） 

③ 溶接技術に関する知識を習得していることの証明（IIW 履修ポイント：表 9.4 及び表 9.5

参照） 

表 9.３  特認コースの条件 学歴及び職務経験年数 

 IWE IWT IWS 

学歴 

4 年制工科系大学卒業 5 年制工業高等専門学校，2 年

制工科系短期大学，又は 2 年制

工科系専門学校卒業 

3 年制工業高等学校又は同等，

若しくは 3 年制工業高等学校又

は同等以外の高等学校*)卒業 

職務 

経験年数 

申請直前 6 年間の内，IWE 相当

の職務経験 4 年以上 

申請直前 6 年間の内，IWT 相当

の職務経験 4 年以上 

3 年制工業高等学校又は同等卒

業者は，申請直前 6 年間の内，

IWS 相当の職務経験 3 年以上 

普通科高等学校など上記以外の 

の高等学校卒業者は，IWS 相当

の職務経験が通算 6 年以上 

 
 
（３）IPC/IPS/IPB：IWIP 特認コースへの参加申請者は，次の条件を全て満足していなければなり

ません。 

① 学歴（表 9.4 参照） 

② 職務経験年数（表 9.4 参照） 

③ 溶接技術に関する知識を習得していることの証明（IWIP 専門面接にて確認されます。） 

④ 非破壊検査資格(日本非破壊検査協会：JSNDI の資格)⇒（表 9.5 参照） 

 

 

表 9.4 資格の種類に対応する受験条件 

種類 受験条件（アクセスコンディション） 

IWI-C 

（IPC） 

① 工科系大学及び短大(修業 2 年以上)、又は工業専門学校(修業 2 年以上)の卒業者。 

② 受験前の直近４年間で，IWI-C 相当の業務経験が３年以上あること。 

③ IIW 履修ポイントが IWI-C の規定値以上。 

IWI-S 

（IPS） 

① 工科系高等学校、又は工業系高等学校、又は職業訓練高校、又は溶接工科学校(修業

３年以上)の卒業者で、年齢は 20 歳以上の者、又は上記以外高等学校の卒業者で、

年齢は 20 歳以上、溶接の実務経験 5 年以上を有する者。 

② 受験前の直近３年間で，IWI-S 相当の業務経験が２年以上あること。 

③ IIW 履修ポイントが IWI-S の規定値以上。 

IWI-B 

（IPB） 

① IWI-S の①と同じ学歴。 

② 受験前の直近２年間で，IWI-B 相当の業務経験があること。 

③ IIW 履修ポイントが IWI-B の規定値以上。 
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表 9.5. 資格の種類に対応する必須保有資格及び必須受講コース 

受験 

IWIP 

資格 

必須保有資格 必須受講コース 

溶接資格 非破壊検査資格(JSNDI) 
外観検

査(VT) 

非破壊検査
(RT/UT/PT/MT)

理論・

実技試

験対応 

IWI-C 

（IPC） 

IWT or IWE or 

WES 特別級 

最少(限)ﾚﾍﾞﾙ 2 又はﾚﾍﾞﾙ 3 の

2 資格(但し 1 資格はﾚﾍﾞﾙ 3 か

つ 1 資格は体積検査、1 資格は

表面検査) 

履修 

未取得の NDI

資格のコース

の履修(＊) 

履修 

IWI-S 

（IPS） 

IWS or IWT or 

IWE or 

WES1 級以上 

最少(限)ﾚﾍﾞﾙ 2 の 2 資格 

(但し 1 資格は体積検査、1 資

格は表面検査) 

履修 

未取得の NDI

資格のコース

の履修(＊) 

履修 

IWI-B 

（IPB） 

IWP or IWS or 

IWT or IWE or 

WES2 級以上 

最少(限)ﾚﾍﾞﾙ 1 の 2 資格 

(但し 1 資格は体積検査、1 資

格は表面検査) 

履修 

未取得の NDI

資格のコース

の履修(＊) 

履修 

(＊)必須受講コースの例示：相応する RT 及び PT の資格を保有の場合、UT 及びＭＴコースの受講が必須です。 

9.5 コースへの申込み，日程
（1）正規コース：コースの日程，カリキュラムなどは，各 ATB にお問い合わせ下さい。 

（2）IWE/IWT/IWS 特認コース：申込み，評価試験までの日程及び場所などは図 9.2 のとおりと

なります。申請書の入手，手続きは HP をご参照下さい。その他の質問は J-ANB 事務局へ

お問合せ下さい。

図 9.2  IWE/IWT/IWS 特認コースの概略日程 

（3）IPC/IPS/IPB：IWIP 特認コースへの参加申込み，評価試験と最終合格までの流れは，図 9.3

のとおりとなります。申請書の入手，手続き，補講講座の受講日程，試験日程の確認は HP を

ご参照下さい。その他の質問は J-ANB 事務局へお問合せ下さい。 

図 9.３  IPC/IPS/IPB：IWIP 特認コースの概略フロー 

期間:４月-８月初旬 
7 月-９月初旬 

期間：９月中旬～１１月中旬

 予習（１か月）与えられた課題の予備検討/予習報

告書の提出

 ケーススタディ（於：大阪）（３日間の集合研修）

グループ討議と口頭発表⇒最終報告書の提出

１１月下旬～１２月上旬

試験場所：大阪

（受験者数により東京を増設）

申請書の提出 

PW:プロジェクトワーク 

書類審査

技術面接 

最終筆記試験 最終口述試験 

 

 

受験申請と
補講講座受講

・学歴

・職務経験
・資格 他

プロフェッショナル

インタビュー

(IWIP 面接審査) 

詳細

書類審査

プロジェクトワーク
・予習

・ケーススタディ

・報告書

履修証明書
（ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ）

最終試験
・理論試験

・実技試験

最終
合否判断

告知
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9.6 評価試験の内容 
（1）IWE/IWT/IWS については、表 9.2 に示す知識・職務能力を確認する試験とし， 

表 9.6 に示すとおりとなります。 

表 9.6  最終試験の概要 

 IWE IWT IWS 

筆記試験 
各モジュール 2 時間 

合計 8 時間 

各モジュール 1.5 時間 

合計 6 時間 

各モジュール 1 時間 

合計 4 時間 

口述試験 面接（口頭試問） 

 筆記試験及び口述試験はモジュールごとに評価されます。4 つのモジュールの全てに合格す

ることが認証の条件です。 

 口述試験は，IWE には必須の試験です。但し筆記試験結果による免除規定があります。IWT

及び IWS については，J-ANB の判断により，必要な場合に口述試験を実施します。 

 

 
（2）IPC/IPS/IPB：IWIP 特認コースの場合は、⓵理論試験と②実技試験の 2 つの筆記試験で 

合格する必要がおります。詳細は、HP の募集要項/受験案内をご参照下さい 

 

 

9.7 試験結果の通知 
評価試験の結果は，原則として全ての評価試験が終了後，8 週間以内に通知します。 

 

9.8 認証の登録手続き 
（1）評価試験に合格した者は，所定の認証登録手続きを行わなければなりません。（所定の期間内

にこの手続きを行わなかった場合，資格は登録されません。 

（2）上記(1)の認証登録手続きを行った者には，原則として全ての評価試験が終了後，12 週間以

内に「履修証明書（ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ）」を授与します。 

 
9.9 再試験 

やむを得ない事情により最終評価試験を受験しなかった場合，もしくは特定モジュールが不合格

であった場合，IIW の認証基準によって 15 カ月以内の再受験が認められており，次年度に不合格モ

ジュールを再受験する権利があります。詳細は J-ANB 事務局にお問い合わせ下さい。 
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参 考 資 料 

1. 各都道府県指定機関の一覧 
溶接技能者（JIS,WES に基づく）資格認証評価試験の申込先・問合先    （2024 年 4 月１日現在） 

地 区 指定機関名 所 在 地 電話番号 FAX 番号 

北海道 

札幌溶接協会  札幌市白石区菊水 6 条 3-1-32 北海道溶接技術センター内 011-832-8280 011-842-1969 

函館溶接協会 函館市浅野町 4-8 函館工業会館内 0138-45-0717 0138-41-5151 

室蘭溶接協会※１ 室蘭市崎守町 385 番地 ㈱楢崎製作所内 0143-59-3895 0143-59-3832 

帯広溶接協会 帯広市西 3 条南 9-23 帯広経済センタービル 5 階 帯広商工会議所内 0155-67-7381 0155-25-2940 

旭川溶接協会 旭川市工業団地 3 条 2-1-18 旭川工業技術センター内 0166-36-4153 0166-85-7722 

北見溶接協会 北見市東三輪 5-1-4 北見市工業技術センター内 0157-66-2141 0157-66-2144 

釧路溶接協会 釧路市川北町 9-19 ㈱釧路製作所 本社工場内 0154-22-7136 0154-22-9680 

苫小牧溶接協会 苫小牧市新開町 3-9-4 渡部工業㈱内 0144-57-7587 0144-57-7587 

東  北 

青森県溶接協会 青森市原別 5-11-55  017-736-9055 017-736-9056 

岩手県溶接協会 盛岡市大通 3-2-8 岩手県金属工業会館４Ｆ 019-652-3921 019-624-5787 

宮城県溶接協会 仙台市青葉区一番町 1-14-23 美和ビル 3Ｆ 022-263-3468 022-281-8674 

秋田県溶接協会 秋田市川尻町字大川反 170-44  018-862-5410 018-865-1437 

山形県溶接協会 山形市双葉町 2-11-14 023-644-0857 023-645-7891 

福島県溶接協会 福島市荒町 4-33 宍戸ビル 2Ｆ 024-523-1622 024-521-0634 

東  部 

茨城県溶接協会 ひたちなか市新光町 38 番地 ㈱ひたちなかテクノセンター内 029-212-4650 029-212-4660 

栃木県溶接協会 宇都宮市下栗町 699-7 028-656-9210 028-656-9270 

群馬県溶接協会 前橋市日吉町 1-8-1 前橋商工会議所内 027-230-1020 027-230-1021 

埼玉県溶接協会 川越市久下戸 3081-1 埼玉鉄構会館１F 049-236-9151 049-236-9159 

千葉県溶接協会 千葉市中央区中央港 1-13-1 千葉県ガス石油会館 2F 043-246-5712 043-246-5713 

東京都溶接協会 江東区大島 3-1-11 産学協同センター2Ｆ 03-3685-5448 03-3682-4902 

首都圏溶接協会東京 大田区蒲田 5-32-6 サワダビル 202 03-3733-4971 03-3735-8026 

神奈川県溶接協会 川崎市川崎区本町 2-11-19 (一財)日本溶接技術センター内 044-233-8367 044-246-5265 

新潟県溶接協会 新潟市東区臨港町 3-4609-11 025-272-7311 025-272-7314 

山梨県鉄構溶接協会 甲府市大津町 317-2 山梨県鉄構会館内 055-241-2674 055-241-2731 

長野県溶接協会 長野市若里 1-18-1 長野県工業技術総合センター内 026-228-3195 026-228-7511 

北  陸 

富山県溶接協会 高岡市二上町 150 富山県産業技術研究開発センター内 0766-25-7912 0766-25-8871 

石川県溶接協会 小松市光町 25 小松鉄工機器協同組合研修センター3 階 0761-46-5020 0761-46-5021 

福井県溶接協会 福井市若栄町 508 福井県鉄工会館 1 階  0776-53-5261 0776-53-5530 

中  部 

岐阜県溶接協会 各務原市蘇原興亜町 1-17-1 川協研修センター内 0583-83-9382 0583-83-9363 

静岡県溶接工業協同組合 静岡市清水区大坪 1-5-17 054-347-3070 054-347-3118 

愛知県溶接協会 名古屋市熱田区六番 3-4-41 名古屋市工業研究所内 052-651-6084 052-651-6081 

三重県溶接協会 津市雲出伊倉津町 1187 JFE 長浜ビル内 059-235-3185 059-253-3186 

関  西 

滋賀県溶接協会 大津市南郷 5-2-14 滋賀県事業内職業訓練センター内 077-534-1140 077-534-1173 

京都府溶接協会 京都市右京区西院平町 25 ライフプラザ西大路四条１Ｆ 075-322-8401 075-322-8402 

大阪府溶接技術協会 大阪市浪速区元町 2-8-9 難波ビル 06-6649-1405 06-6649-4907 

兵庫県溶接協会 神戸市中央区相生町 4-5-5 奥谷ビル 078-341-2195 078-341-4555 

奈良県溶接協会 奈良市柏木町 129-1 奈良県産業振興総合センター内 0742-33-6222 0742-36-6152 

和歌山県溶接協会 和歌山市新庄 99 073-477-4964 073-477-4965 

中  国 

鳥取県溶接協会 米子市旗ヶ崎 2201 山陰酸素工業㈱内 0859-32-7112 0859-23-3950 

島根県溶接協会 松江市西津田 1-9-50 島根県鐵工会館内 0852-24-2157 0852-24-2161 

岡山県溶接協会 岡山市北区学南町 1-4-3 086-250-6530 086-250-6531 

広島県溶接協会 呉市西中央 3-9-6 上本ビル 2Ｆ 0823-21-3331 0823-21-2717 

山口県溶接協会 下松市大字東豊井 1547-2 国居ビル 2Ｆ 0833-43-3450 0833-44-9510 

四  国 

徳島県溶接協会 徳島市雑賀町西開 11-2 徳島県立工業技術センター内 088-669-4637 088-661-6558 

香川県溶接協会 高松市春日町 296-3 ㈱カワニシ本社工場内 087-813-2888 087-813-2888 

愛媛県溶接協会 新居浜市新田町 3-2-27 新居浜ビル 1F 0897-66-8235 0897-66-8236 

高知県溶接協会 高知市稲荷町 10-9 高知溶材㈱内 088-855-3512 088-855-3512 

九  州 

福岡県溶接協会 北九州市八幡西区則松 3-6-1 福岡県工業技術センター内 093-602-7751 093-602-7828 

佐賀県溶接協会 佐賀市鍋島町八戸溝 161-10 0952-31-3554 0952-20-3553 

長崎県溶接協会 大村市池田 2-1303-8 長崎県工業技術センター内 0957-52-1146 0957-52-1147 

熊本県溶接協会 熊本市東区東町 3-11-38 熊本県産業技術センター内 096-369-5519 096-369-5724 

大分県溶接協会 大分市高江西 1-4361-10 大分県産業科学技術センター内 097-596-7010 097-596-7010 

宮崎県溶接協会 宮崎市佐土原町東上那珂 16500-2 宮崎県工業技術センター内 0985-74-0990 0985-74-0029 

鹿児島県溶接協会 鹿児島市宇宿 2-9-3 099-251-5518 099-253-8080 

沖縄県溶接協会 うるま市字州崎 12-2 沖縄県工業技術センター内 

 

 
 

098-934-9565 098-934-9545 

※１ 2024 年 5 月 24 日までは、室蘭市祝津町 1-128 函館どつく㈱ 室蘭製作所 管理課内／TEL：0143-27-1500／FAX：0143-27-4533 
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2. 各資格の認証・認定実績 

 

2－1  溶接管理技術者認証の受験者数・合格者数の推移 

 

2－2  溶接作業指導者の認証者数の推移 

 

2－3  溶接技能者（JIS,WES に基づく）認証の受験者数・合格者数の推移 

 

2－4  ＣＩＷ認定事業者数の推移 

 

2－5  マイクロソルダリング技術認定試験の受験者数・認証数の推移 

 

2－6  電気事業法・原子炉等規制法に係る溶接士・溶接施工法等の認証数の推移 

 

2－7  建築鉄骨ロボット溶接オペレータの受験者数・認証数の推移 
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2－1  溶接管理技術者認証の受験者数・合格者数の推移 

年 度 

特 別 級   ※1 １      級 ２      級 
合格者数 

（人） 

受験者数 
合格者数

① 
合格率
（％） 

受験者数 
合格者数

② 
合格率
（％） 

受験者数 
合格者数

③ 
合格率
（％） 

①+②+③ 

1978 － － － 653 420 64.3 2,002 1,521 76.0 1,941 

1979 － － － 631 218 34.5 2,081 1,390 66.8 1,608 

1980 － － － 896 342 38.2 2,359 1,402 59.4 1,744 

1981 － － － 1,225 356 29.1 2,928 1,728 59.0 2,084 

1982 － － － 1,275 486 38.1 3,629 2,639 72.7 3,125 

1983 － － － 1,376 536 39.0 2,936 2,328 79.3 2,864 

1984 － － － 1,066 260 24.4 1,957 1,296 66.2 1,556 

1985 － － － 1,131 246 21.8 1,810 1,246 68.8 1,492 

1986 － － － 1,070 226 21.1 2,008 1,093 54.4 1,319 

1987 － － － 890 250 28.1 1,461 905 61.9 1,155 

1988 － － － 754 337 44.7 1,419 926 65.3 1,263 

1989 － － － 801 188 23.5 1,511 941 62.3 1,129 

1990 － － － 988 197 19.9 2,165 1,228 56.7 1,425 

1991 － － － 1,100 203 18.5 2,563 1,464 57.1 1,667 

1992 － － － 1,298 192 14.8 3,427 1,728 50.4 1,920 

1993 － － － 1,641 636 38.8 4,139 2,016 48.7 2,652 

1994 － － － 1,271 548 43.1 2,884 1,814 62.9 2,362 

1995 － － － 1,171 452 38.6 2,255 1,229 54.5 1,681 

1996 － － － 1,128 347 30.8 2,180 1,588 72.8 1,935 

1997 － － － 1,214 452 37.2 2,356 1,568 66.6 2,020 

1998 460 115 25.0 1,068 254 23.8 1,913 1,469 76.8 1,838 

1999 215 65 30.2 1,202 448 37.3 2,032 1,587 78.1 2,100 

2000 311 151 48.6 1,563 442 28.3 1,942 1,321 68.0 1,914 

2001 46 21 46.7 1,235 306 24.8 1,830 979 53.5 1,306 

2002 102 50 49.0 1,230 375 30.5 1,965 1,098 55.9 1,523 

2003 103 49 47.6 1,085 400 36.9 1,685 961 57.0 1,410 

2004 108 41 38.0 1,183 287 24.3 1,841 919 49.9 1,247 

2005 165 72 43.6 1,291 349 27.0 2,098 1,484 70.7 1,886 

2006 64 22 34.4 1,319 410 31.1 2,165 969 44.8 1,401 

2007 72 24 33.3 1,416 427 30.2 2,358 1,570 66.6 2,021 

2008 55 16 29.1 1,465 396 27.0 2,417 1,259 52.1 1,671 

2009 89 21 23.6 1,589 447 28.1 2,856 1,594 55.8 2,062 

2010 94 25 26.6 1,663 445 26.8 2,840 1,518 53.5 1,988 

2011 99 26 26.3 1,542 302 19.6 2,382 1,024 43.0 1,352 

2012 108 26 24.1 1,492 604 40.5 2,403 1,635 68.0 2,265 

2013 117 24 20.5 1,428 359 25.1 2,186 1,364 62.4 1,747 

201４ 115 28 24.3 1,392 436 31.3 2,357 1,577 66.9 2,041 

2015 142 21 14.8 1,521 500 32.9 2,458 1,468 59.7 1,989 

2016 150 36 24.0 1,689 576 34.1 2,807 1,654 58.9 2,266 

2017 186 41 22.0 1,827 388 21.2 2,865 1,805 63.0 2,234 

2018 174 31 17.8 1,812 405 22.4 2,662 1,516 56.9 1,952 

2019 156 37 23.7 1,824 437 24.0 2,740 1,578 57.6 2,052 

  2020 ※2 83 21 25.3 1,019 209 20.5 1,573 879 55.9 1,109 

2021 134 33 24.6 1,586 379 23.9 2,319 1,419 61.2 1,831 

2022 143 39 27.3 1,648 433 26.3 2,397 1,497 62.5 1,969 

2023 140 40 28.6 1,729 418 24.2 2,963 1,933 65.2 2,391 

 ※1  特別級は 1998 年度から制度導入  ※2 2020 年度評価試験は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い前期日程を中止とした 
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2－2  溶接作業指導者の認証者数の推移 
年  度 認証者数 年  度 認証者数 年  度 認証者数 年  度 認証者数 

1983 132 1994 60 2005 97 2016 95 

1984 37 1995 45 2006 86 2017 107 

1985 52 1996 46 2007 111 2018 110 

1986 81 1997 34 2008 145 2019 88 

1987 29 1998 4 2009 107 2020 49 

1988 33 1999 88 2010 120 2021 85 

1989 94 2000 543 2011 105 2022  73 

1990 48 2001 66 2012 38 2023  84 

1991 83 2002 72 2013 74 

1992 94 2003 59 201４ 69 

1993 32 2004 61 2015 106 

2－3  溶接技能者（JIS,WES に基づく）認証の受験者数・合格者数の推移 

年  度 
受  験  者  数 

合格者数 
合格率 

（％） 手溶接 半自動溶接 ｽﾃﾝﾚｽ鋼溶接 その他 合  計 

1979 64,343 13,839 3,630 2,778 84,590 63,922 75.57 

1980 63,555 16,305 4,465 2,647 86,972 64,703 74.40 

1981 69,209 18,926 5,816 3,026 96,977 72,882 75.15 

1982 71,204 21,221 5,811 3,154 101,390 77,047 75.99 

1983 64,844 21,306 6,534 2,909 95,593 71,692 75.00 

1984 63,428 21,810 7,063 2,896 95,197 69,813 73.34 

1985 62,739 25,608 7,222 2,864 98,433 74,539 75.73 

1986 58,390 25,539 7,511 2,437 93,877 71,466 76.13 

1987 52,053 22,976 7,615 2,308 84,952 64,153 75.52 

1988 52,886 26,464 7,800 1,924 89,210 67,492 75.66 

1989 51,125 27,467 7,847 2,117 88,556 66,849 75.49 

1990 50,139 28,794 8,266 2,024 89,233 68,193 76.42 

1991 54,262 35,890 8,783 2,105 101,040 76,792 76.00 

1992 56,383 39,087 9,474 2,236 107,180 80,701 75.29 

1993 58,573 41,048 10,248 2,029 111,898 83,072 74.24 

1994 56,839 39,564 10,859 2,151 109,413 82,298 75.22 

1995 53,875 39,785 11,114 1,975 106,749 81,172 76.04 

1996 55,536 42,703 12,032 1,898 112,169 84,678 75.49 

1997 56,809 47,867 12,739 2,013 119,427 91,273 76.43 

1998 55,971 44,839 13,267 2,045 116,122 87,775 75.59 

1999 52,926 42,949 13,838 1,670 111,383 84,807 76.13 

2000 48,433 42,619 13,805 1,849 106,706 81,426 76.30 

2001 46,664 39,967 15,156 1,846 103,633 80,846 78.00 

2002 43,975 37,426 14,995 1,844 98,240 77,155 78.53 

2003 42,043 37,302 14,987 1,954 96,286 75,241 78.14 

2004 39,789 35,312 15,219 1,899 92,219 72,854 79.00 

2005 39,718 36,840 15,887 1,949 94,394 74,326 78.70 

2006 39,474 39,635 16,174 1,914 97,197 76,180 78.40 

2007 41,031 42,184 17,749 1,992 102,956 80,720 78.40 

2008 41,834 44,087 18,817 2,254 106,992 84,032 78.54 

2009 44,369 45,548 20,310 2,419 112,646 88,983 78.99 

2010 42,218 42,280 19,652 2,327 105,477 83,390 79.06 

2011 39,097 41,032 19,437 2,366 101,932 80,756 79.22 

2012 39,986 42,207 20,682 2,610 105,485 83,376 79.04 

2013 38,880 42,512 20,693 2,459 104,544 81,939 78.37 

201４ 38,005 43,217 19,666 2,273 103,161 80,819 78.34 

2015 38,746 45,333 20,964 2,424 107,467 83,907 78.07 

2016 40,040 45,729 21,433 2,421 109,623 85,385 77.88 

2017 39,162 47,433 21,211 2,367 110,173 84,628 76.81 

2018 38,464 46,258 21,589 2,622 108,933 84,477 77.54 

2019 37,993 47,597 22,141 4,171 111,902 86,121 76.96 

2020 33,634 42,141 20,132 4,559 100,466 77,840 77.47 

2021 36,596 46,796 22,445 5,094 110,931 85,939 77.47 

2022 33,486 43,694 21,656 5,199 104,035 80,896 77.75 

2023 32,876 44,260 20,783 5,710 103,629 80,418 77.60 
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2－4  ＣＩＷ認定事業者数の推移 

年  度 認定事業者数 
認定事業者数の内訳（認定種別毎の事業者数） 

Ａ種 Ｂ種 Ｃ種 Ｄ種 Ｅ種 

1977 年４月／10 月     ／ 19  ／   ／ 5 ／ ６ ／ 8 － 

1978 年４月／10 月  24／ 25 1／ 1 5／ 5 7／ 7 11／12 － 

1979 年４月／10 月  29／ 30 1／ 1 5／ 5 8／ 9 15／15 － 

1980 年４月／10 月  29／ 28 1／ 2 6／ 3 9／ 8 13／15 － 

1981 年４月／10 月  27／ 30 2／ 2 3／ 3 9／11 13／14 － 

1982 年４月／10 月  31／ 34 4／ 5 3／ 3 10／10 14／16 － 

1983 年４月／10 月  33／ 39 7／ 6 2／ 5 10／10 14／18 － 

1984 年４月／10 月  39／ 39 8／ 8 5／ 5 11／11 15／15 － 

1985 年４月／10 月  39／ 39 8／ 7 5／ 8 12／13 14／11 － 

1986 年４月／10 月  39／ 38 9／ 9 5／ 4 14／14 11／11 － 

1987 年４月／10 月  39／ 39 9／10 5／ 5 12／12 13／12 － 

1988 年４月／10 月  42／ 48 10／10 6／ 6 11／12 15／20 － 

1989 年４月／10 月   51／ 54 11／11 5／ 7 13／12 22／24 － 

1990 年４月／10 月  57／ 66 13／14 5／ 5 12／13 27／27 －／ 7 

1991 年４月／10 月  78／ 84 14／16 5／ 3 16／16 26／22 17／27 

1992 年４月／10 月  85／  91 17／17 2／ 4 14／15 22／27 30／28 

1993 年４月／10 月  94／102 17／17 3／ 4 18／19 25／33 31／29 

1994 年４月／10 月 114／124 17／18 5／ 5 22／23 34／40 36／38 

1995 年４月／10 月 131／135 18／19 6／ 6 23／23 41／45 43／42 

1996 年４月／10 月 146／150 19／19 6／ 6 25／27 45／42 51／56 

1997 年４月／10 月 152／154 19／18 6／ 7 27／29 42／42 58／58 

1998 年４月／10 月 157／159 18／19 7／ 6 32／34 42／40 58／60 

1999 年４月／10 月 162／163 19／19 5／ 5 36／36 40／39 62／64 

2000 年４月／10 月 171／171 19／18 5／ 6 36／34 42／44 69／69 

2001 年４月／10 月 169／172 18／18 8／ 7 32／33 40／40 71／74 

2002 年４月／10 月 170／170 18／18 8／10 31／31 43／42 70／69 

2003 年４月／10 月 169／170 19／18 9／ 9 32／29 40／42 69／72 

2004 年４月／10 月 164／165 18／18 8／ 8 29／27 39／38 70／74 

2005 年４月／10 月 161／156 16／16 9／ 9 29／26 37／38 70／67 

2006 年４月／10 月 155／157 15／14 9／10 25／25 40／37 66／71 

2007 年４月／10 月 157／154 14／14 9／ 8 25／29 37／34 72／69 

2008 年４月／10 月 152／151 14／14 10／11 26／25 37／38 65／63 

2009 年４月／10 月 145／146 15／15 9／ 8 26／28 37／47 58／48 

2010 年４月／10 月 121／123 15／15 8／ 8 28／29 70／71 － 

2011 年４月／10 月 124／127 16／16 7／ 7 29／31 72／73 － 

2012 年４月／10 月 126／125 16／17 8／ 9 31／31 71／68 － 

2013 年４月／10 月 122／121 17／17 9／ 9 28／27 68／68 － 

2014 年４月／10 月 122／122 16／16 10／10 27／27 69／69 － 

2015 年４月／10 月 124／122 17／17 9／ 9 27／28 71／68 － 

2016 年４月／10 月 114／115 17／17 9／ 9 28／27 60／62 － 

2017 年４月／10 月 115／116 17／17 9／ 9 28／28 61／62 － 

2018 年４月／10 月 117／117 17／17 9／ 9 31／30 60／61 － 

2019 年４月／10 月 117／117 16／16 9／ 9 31／30 61／62 － 

2020 年４月／10 月 117／115 16／16 9／ 10 31／29 61／60 － 

2021 年４月／10 月 113／112 15／15 11／11 28／28 59／58 － 

202２年４月／10 月 115／114 16／16 9／9 29／29 61／60 － 

202３年４月／10 月 113／114 17／17 8／8 

 

29／30 59／59 －  



 

-
 4

5
- 

2－5  マイクロソルダリング技術認定試験の受験者数・認証数の推移 
 

資格 

 

 

年度 

技術者 

（EEG） 

インストラクタ 

（INS） 

実装工程管理技術者

（PEG） 

実装工程技術者 

（APE） 

インスペクタ 

（ISP） 

上級オペレータ 

（AOPR） 

オペレータ 

（OPR） 
＊1） 

受験者数 

＊1） 

資格取得者 

＊1） 

受験者数 

＊1） 

資格取得者 

＊1） 

受験者数 

＊1） 

資格取得者 

＊1） 

受験者数 

＊1） 

資格取得者 
受験者数 合格者数 受験件数 合格件数 受験者数 合格者数 受験件数 合格件数 受験者数 合格者数 

1992 － － 26 － － － － － － － － － － － － － －  

1993 58 0 48 24 － － － － － － － － － － － － －  

1994 75 99 74 91 － － － － － － － － － － 42 35 39 33 

1995 42 32 44 39 － － － － － － － － － － 309 260 190 167 

1996 52 41 79 36 － － － － － － － － － － 634 517 329 286 

1997 61 38 107 97 － － － － － － － － － － 967 748 525 449 

1998 39 43 90 83 － － － － 51 30 － － － － 1,667 1,336 935 796 

1999 34 33 66 79 － － － － 48 43 － － － － 1,617 1,223 808 665 

2000 31 23 55 38 － － － － 41 41 － － － － 1,894 1,366 907 727 

2001 41 38 52 40 － － － － 76 53 30 30 15 15 1,528 1,066 785 599 

2002 31 36 73 44 － － － － 114 78 336 275 140 127 1,342 1,052 684 572 

2003 37 25 77 75 － － － － 108 89 795 634 317 291 1,470 1,136 718 607 

2004 40 27 75 58 － － － － 92 67 1,209 1,002 562 493 1,125 839 567 470 

2005 41 28 63 64 － － － － 182 129 1,612 1,154 740 605 830 657 401 341 

2006 44 44 56 48 － － － － 226 148 1,905 1,475 830 705 696 561 314 284 

2007 53 42 55 51 － － － － 300 189 2,262 1,688 1,000 864 677 561 309 274 

2008 40 33 56 44 － － － － 225 185 1,949 1,421 880 738 551 427 251 221 

2009 29 30 46 51 － － － － 215 177 1,647 1,248 746 626 445 356 200 163 

2010 41 22 53 37 － － － － 184 134 1,706 1,347 787 696 425 337 195 174 

2011 15 22 54 43 14 － － － 202 151 1,756 1,249 810 669 378 308 176 152 

2012 47 13 47 41 32 18 － － 239 181 1,902 1,431 884 751 422 336 189 166 

2013 46 21 45 38 13 23 － － 234 185 1,916 1,337 908 725 379 287 192 158 

201４ 39 19 40 30 13 11 － － 251 187 1,667 1,249 804 672 317 256 154 135 

2015 35 13 45 29 10 8 － － 250 167 1,750 1,252 824 677 343 268 161 139 

2016 31 17 37 27 6 6 6 2 255 177 1,768 1,276 846 693 302 237 158 136 

2017 48 16 44 26 10 4 22 7 275 201 1717 1,299 826 700 280 208 141 113 

2018 32 15 25 32 15 5 24 32 225 159 1,695 1,239 808 664 276 193 138 108 

201９ 28 15 34 20 16 6 10 17 222 160 1,538 1,159 745 611 257 210 148 131 

2020 6 5 10 9 4 3 3 4 34 21 320 229 141 117 36 31 19 17 

2021 12 8 19 16 9 4 6 5 145 113 1161 926 555 497 164 142 86 80 

2022 9 6 31 24  4 2 1 1 219 145 1,598 1,236 740 652 227 190 106 99 

累 計 1,137 804 1,628 1,334 146 90 72 68 4,413 3,210 32, 239 24,156 14,908 12,588 19,600 15,143 9,825 8,262 

合格率

(累計) 
71% 82% 62% 94% 73% 75% 84% 77% 84% 

＊2）          ＊2）                   ＊2）                      ＊2）                                                         ＊3）                                             ＊3） 

※ 202４年３月時点で結果が出ている２０２２年度までの集計値（2020 年度上期は、新型コロナウイルス感染症を背景に評価試験及び更新審査の開催を自粛していた）。 

※ 資格取得者には前年度以前の保留者で当年度に資格取得した者が計上されるため，各年度の受験者数と資格取得者は対応していない。 

*1) 技術者、インストラクタ、実装工程管理技術者および実装工程技術者の受験者数は便宜的に筆記試験受験者のみを計上。 

*2) 技術者、インストラクタ、実装工程管理技術者および実装工程技術者の合格率は筆記試験受験者に対する資格取得率を示し，筆記試験以外の試験科目の合格率を含まない。 

*3) 上級オペレータ並びにオペレータは件数と人数の両方で集計。（人数による合格率＞件数による合格率 となるのは２～３種目を同時に受験した者の内，１種目以上合格したものが合格者数に計上されるため） 
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2－6 電気事業法・原子炉等規制法に係る溶接士・溶接施工法等の認証数の推移 

申請 

年度 

電事法（火力） 炉規法 

溶接士 溶接施工法 溶接士実績更新 溶接士 溶接施工法 溶接士実績更新 

申請数 合格 申請数 合格 申請数 合格 申請数 合格 申請数 合格 申請数 合格 

2001 ― ― 1 3 ― ― 1 5 ― ― 

2002 2 12 8 10 3 18 4 25 1 4 

2003 13 46 12 18 7 319 2 7 4 19 

2004 4 42 9 11 18 515 2 14 1 2 

2005 8 37 ― ― 23 799 4 37 ― ― 

2006 2 10 11 14 29 653 1 2 ― ― 

2007 3 17 1 1 31 929 ― ― ― ― 

2008 19 115 7 12 38 648 ― ― ― ― 

2009 21 155 7 7 30 1222 ― ― ― ― 

2010 43 206 8 19 28 546 5 28 2 6 

2011 70 508 28 66 51 1427 4 14 5 5 

2012 13 114 5 18 28 604 5 38 4 6 

2013 9 34 2 3 18 403 29 244 4 16 21 401 

201４ 6 17 4 13 7 83 59 912 28 72 19 261 

2015 7 19 6 7 12 283 21 117 3 3 16 401 

2016 4 50 8 175 13 97 6 6 16 208 

2017 1 17 6 219 17 112 3 4 14 280 

2018 2 9 6 207 17 259 4 10 7 228 

2019 5 17 2 1 7 330 17 52 4 11 5 40 

2020 3 12 10 62 26 148 11 20 13 4 

2021 3 20 18 328 50 351 3 3 4 61 

2022 4 23 6 169 34 118 2 2 10 255 

2023 7 26 1 10 224 19 86 6 111 
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2－7 建築鉄骨ロボット溶接オペレータの受験者数・認証数の推移 

年 度 受験者数 認証数 年 度 受験者数 認証数 年 度 受験者数 認証数 

2002 61 59 2011 65 56 2020 161 147 

2003 26 24 2012 83 73 2021 207 188 

2004 55 55 2013 80 75 2022 245 226 

2005 77 70 201４ 141 131 2023 231 204 

2006 109 102 2015 167 152 

2007 368 362 2016 196 171 

2008 97 91 2017 306 289 

2009 107 100 2018 316 301 

2010 66 56 2019 264 243 



当協会は，当協会の認定・認証活動の利用者から苦情等の申し立てを受付けます。 

申し立てられた苦情等については十分な審議を行い，その判定結果を苦情等の申し立て者に通知することになります。 

なお、苦情等の申し立ての受付けは，内容の正確さを期するため，文書によるものに限らせていただきます。 

頂いた個人情報は「個人情報の保護に関する法律」に則り、日本溶接協会が定めた「個人情報保護方針」に従って管理いたします。 

詳細につきましては、日本溶接協会ホームページ（https://www.jwes.or.jp/）をご覧ください。 
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